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１ 都市計画素案の種類、名称及び土地の区域 

(１）種類及び名称 
川崎都市計画公園の変更（５・６・３０１号等々力緑地公園の追加） 

      川崎都市計画緑地の変更（２号等々力緑地の廃止） 

      川崎都市計画用途地域の変更（等々力緑地公園地区） 

      川崎都市計画高度地区の変更（等々力緑地公園地区） 

      川崎都市計画防火地域及び準防火地域の変更（等々力緑地公園地区） 
      川崎都市計画地区計画の決定（等々力緑地公園地区地区計画） 
 

(２) 土地の区域 

川崎市 中原区 宮内３丁目、宮内４丁目、等々力及び小杉陣屋町２丁目地内 

 

２ 公聴会の開催の日時及び場所 

(１) 日時  

令和６年１０月２８日（月）午後６時３０分から午後８時３７分まで 

(２) 場所  

Uvance とどろきスタジアム by Fujitsu（等々力陸上競技場） 
１階メインスタンド内会議室（川崎市中原区等々力１－１） 

 

３ 公述意見の要旨と市の考え方  
(１) 公述人 １５名  

公述人 ページ番号 

Ａ 公述人 ３～６ 

Ｂ 公述人 ７～８ 

Ｃ 公述人 ９～１２ 

Ｄ 公述人 １３～１７ 

Ｅ 公述人 １８～２０ 

Ｆ 公述人 ２１～２４ 

Ｇ 公述人 ２５～２６ 

Ｈ 公述人 ２７～３１ 

Ｉ 公述人 ３２～３６ 

Ｊ 公述人 ３７～３９ 

Ｋ 公述人 ４０～４２ 

Ｌ 公述人 ４３～４６ 
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Ｍ 公述人 ４７～５１ 

Ｎ 公述人 ５２～５３ 

Ｏ 公述人 ５４ 
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 公述意見の要旨 市の考え方 

Ａ 

公
述
人 

中央園路は中原小学校の通学路である。テニ

スコート箇所の立体駐車場と、フロンターレ公

園箇所の温浴施設・商業施設建設に反対する。 

新丸子・小杉方面から来る人はほぼ、小杉神

社前、テニスコート横の中央園路から等々力緑

地に入る。テニスコートの場所が立体駐車場と

なると、中央園路入口から入る人と自転車、立

体駐車場に出入りする車により、危険地帯にな

ることが予測できる。 

 

 

 

 

子供が安全に通学できる通学路ではなくなる

こと、商業施設乱立による治安の悪化、自然と

触れ合う学習の場がなくなることに対して、普

通の考えでは危険と判断し、子供の教育にふさ

わしくないとなるが、川崎市はこの改変を問題

視していないのはなぜか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

川崎市は、川崎都市計画公園の変更まで行

い、川崎とどろきパーク株式会社の計画案に異

議することもなく許可している背景には何があ

るのか。答えてほしい。安心・安全で魅力ある

公園とあるが、川崎都市計画公園の変更を行う

ことで、安心・安全とは程遠い状態になること

が目に見えている。 

 

 

 

 

 

等々力緑地再編整備実施計画では、公園の安全・

安心な空間の確保や公園中央部の分断の解消、柔軟

な施設配置を行うため、中央園路の一般車両の通行

を禁止し、車両の通れる外周園路の整備を行うとし

ております。また、公園内の道路は、計画地東側外

周に新設する外周園路も含め、歩行者と一般車両の

分離を徹底することから、現在よりも安全・安心な

空間として、子供たちの通学時も安心して利用でき

ると考えております。駐車場の車両の出入りを含

め、交通安全につきましては、再編整備に伴い、交

通管理者と今後も継続して協議を進めてまいりま

す。 

 

子供が安全に通学できる環境を前提とした上で、

誘致するテナントの種別、運営等について、等々力

緑地全体の治安維持が図られるよう、調整を進めて

まいります。また、公園利用者の皆様に安心して御

利用いただける環境を提供するため、等々力緑地内

における防犯対策として、警備員の常駐や巡回等を

実施しており、未然の防止と共に、異常が確認され

た際にも速やかに対応するよう努めています。引き

続き、現状より拡充した対応を検討します。 

自然環境につきましては、緑地内の樹林地や水辺

を可能な限り保全するほか、樹林地を新たに設ける

計画としているため、それらにより自然と触れ合う

学習の場が確保されると考えております。 

 

等々力緑地再編整備実施計画につきましては、再

編整備の内容について、学識経験者や公募市民等に

より構成される等々力緑地再編整備計画推進委員

会によって審査を実施し、パブリックコメントを経

て、令和 4年 2 月に改定を行いました。その後の民

間事業者の選定は、等々力緑地再編整備実施計画の

考え方に基づいて公募を行い、川崎市と外部の有識

者により構成される川崎市民間活用推進委員会に

よって提案内容を審査し決定しているものであり、

審査結果及び審査講評を公表しております。 

本都市計画変更の手続は、この等々力緑地再編整

備実施計画に示す等々力緑地の目指すべき将来像
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また、現在の川崎とどろきパーク株式会社の

計画案が周知されていないため、地域住民、教

育現場のほとんどの方が計画内容を知らない。

先週、中原小学校のＰＴＡ会長、副会長、地区

委員会長と会話する機会があり、川崎とどろき

パーク株式会社の計画にある温浴施設・立体駐

車場・自由提案施設について知っているかを聞

いてみたが、何も知らず驚いていた。通学路に

どのような施設がつくられる予定で、日中にど

のような人物の来往を予測し、計画している各

施設の営業時間、往来する車の台数予測、排気

ガス排出量による子供の影響は、中原小学校を

含む隣接する学校、保育園、教育委員会、ＰＴ

Ａ、地域住民に周知する義務があるのではない

か。川崎都市計画緑地の変更と、川崎とどろき

パーク株式会社が提案する商業施設・温浴施

設・宿泊施設等を、児童でも分かるように説明

し、要否、賛否についてアンケートを実施して

ほしい。 

 

現状、イベントのときの下校時間には人があ

ふれており、帰宅に要する時間が長くなってい

るが、立体駐車場・温浴施設が加わることで、

さらに人が増えることが予測できる。フロンタ

ーレ公園位置に施設ができた場合は、児童の登

下校に地域住民ではない外部からの利用者と通

学の児童が行き来する場面が発生するので、不

審者の増加につながり、治安の悪化が考えられ

る。実際に、サッカー試合時に子供たちが競技

場前で「ここを通るな」と言われ、警備員に通

報したこともある。公園とは子供たちが安全に

自由に遊べる場所ではないのか。川崎市は子供

の登下校や遊び場について、考えられる影響・

危険性について答えてほしい。 

 

の実現に向けて必要な手続と考えており、民間事業

者の提案もこの等々力緑地再編整備実施計画に沿

ったものであるため、市としてはこの計画を基本に

進めていくことが適切であると考えております。 

 

等々力緑地再編整備事業については、令和 5 年 5

月及び令和 6年 6 月には、オープンハウス型の事業

説明会を実施するなど、適宜地域住民等へ向けた説

明会を実施しており、その際に御意見を頂く機会を

設けてきました。また、再編整備による環境への影

響については、民間事業者により、川崎市環境影響

評価に関する条例の手続に則り評価を実施してお

り、令和 6年 9月に等々力緑地周辺地域への説明会

が実施されたところです。 

周知方法については、川崎市及び川崎とどろきパ

ーク株式会社のホームページ、報道発表、各関係団

体や町内会へ開催通知送付、等々力緑地内の掲示板

への掲示、各区役所窓口への開催通知配架、ポスタ

ー掲示、法令等で定められる範囲に則った周辺地域

へのポスティングにより行ってまいりました。 

今後につきましても、計画の進捗に応じて適宜事

業説明会を実施し、頂いた御意見を参考に、引き続

き事業内容について協議してまいります。 

 

 

等々力緑地周辺の交通環境につきましては、周辺

の幹線道路の整備を進めるとともに、今後、駐車場

の出入口付近での十分な見通しの確保や、利用者に

向けた誘導看板を設置する等の対応を検討します。

今後とも、混雑緩和や交通安全確保のための対策に

ついて、引き続き関係者間で協議・検討し、適宜実

施することで、地域における治安の維持や交通の安

全確保を図ってまいります。 
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中央園路は、整備後に一般車両の通行が禁止

されると思うが、自由提案施設等の搬入や関係

者車両が中央園路を使用できると思う。なぜ、

今回の川崎都市計画緑地の変更区域に等々力緑

地が含まれているのにもかかわらず、等々力住

民は中央園路を使用できないとなるのか。物販

店・飲食店等への搬入で入る車と、住居に向か

う車の違いは何か。（どちらも）中央園路を必

要とする利用者ではないのか。川崎都市計画緑

地の変更区域に含まれる世帯は僅か１５８世帯

なので、通行許可を出してほしい。等々力住民

に通行許可を出せば、外周園路の再整備は不要

または現状の道路幅のままの整備となり、樹木

伐採削減、樹林地保全にもつながる。川崎都市

計画緑地の変更に属する住民に対して使用させ

ない理由は何か。 

また、等々力緑地で緊急車両が必要となる事

故が発生した場合、警察官職務執行法第６条第

２項により、緊急車両は等々力緑地を通過する

ことができる。そのため、緊急車両を通すため

に必要な外周園路の道路幅は９メートルと説明

されていたが、９メートル幅は不要となる。令

和６年３月の道路説明会で説明のあった、樹

木・希少生物に配慮した代替案３案のうち、最

小幅で問題なく、樹木の伐採を最小限にするこ

とができる。生物・樹木・希少動物の保全にも

つながる。等々力町内会、小杉陣屋町で幾つか

の家庭を調査したが、外周園路については全く

周知されておらず、外周園路に面している家庭

でさえ最大９メートル幅になる案があることは

知らなかった。町内会では回覧板すら回される

こともなく、これは明らかに地域住民への隠蔽

工作ではないか。特に道路に面している住宅に

は１件１件要望を聞きに行くべきだ。 

 

等々力土地所有者に周知することなく、川崎

都市計画公園の変更、川崎都市計画緑地の変更

を進めることは、違法ではないか。緑地公園の

ためではなく、立体駐車場・温浴施設を含む商

業施設をつくるために、用途地域の変更、高度

現在の中央園路につきましては、公園中央部の分

断を解消するため、歩行者と一般車両の分離を徹底

し、公園利用者の安全・安心な空間の確保のために

廃止いたします。これに伴い、等々力緑地の関係車

両以外の車両につきましては、この代替として整備

する幅員９メートルの外周園路を御利用いただく

こととなります。緊急車両の通行につきましては、

引き続き交通管理者と調整してまいります。 

外周園路は、民間事業者と協力しながら周辺地域

の町内会との協議を進めており、交通安全と樹木保

全の観点から設計を検討し、現在は、周辺町内会と

の協議を踏まえ、住宅側に設ける歩道を含めた９メ

ートル幅員で設計を進めております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市計画素案説明会、公聴会の開催に関する周知

ついては、市政だより、市ホームページ等で全市的

に周知し、お知らせを計画区域から 500 メートル圏

内の町内会の掲示板へ掲示いただくとともに、計画

区域から約 100メートル圏内にポスティングしてお
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地区の変更、防火地域及び準防火地域の変更は

しないでほしい。また、先日のグランツリー武

蔵小杉の火災にあるように、飲食店ができるこ

とにより火災のリスクが高まる。防火設備の整

った新しい商業施設でも火災は起こる。地域住

民、市民の声を聞かずに、等々力緑地再編整備

計画を進めることは困難だと思う。どうか市

民、未来の子供たちに安心・安全な憩いの場を

このまま残してほしい。新たな日常は不要だ。 

 

ります。引き続き都市計画案の縦覧等により市民の

皆様の御意見を伺い、都市計画法に基づく手続等を

適切に進めてまいります。 
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 公述意見の要旨 市の考え方 

Ｂ 

公
述
人 

私は、毎日のように等々力を散歩している。

その目線から少し意見をまとめた。 

まずは、下水処理場前にできる支援運動広場

と多目的広場はどのようになるのかを知りた

い。現緑地内の池の周りの緑道や一番大きな草

地がなくなるのなら、新しい場所は土の道で緑

を楽しみながらの散歩や、草地でシートを広げ

くつろげる広場になってほしいと思っている。

夏は木陰が涼しく、冬は土の温かさを望む。 

 

 

そして、その後方に予定されているストリー

トスポーツ広場もどのようになるのか。コース

的なものができるのか、有料なのか、夜は閉鎖

されるのか。今も、スケートボードの人達には

場所や時間を守らず、音もうるさく、物も置か

れるので迷惑している。その広場がもしできる

のなら、公園内での絶対禁止を求める。 

 

 

 

 

それよりも、会費をとってでもドッグランの

ほうが整備費用もかからず需要があると思うの

で、今からでも、ぜひ検討をお願いしたい。 

 

次に、立体駐車場の件だが、どうして現催し

物広場でなければいけないのか。桜の季節に見

事に咲く花を見られなくなるのは残念でならな

い。中学校・幼稚園の前につくらず、木を切ら

ずにできる場所として、公文書館の平置きの駐

車場に新たにつくればいいと提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

新たな運動広場・多目的広場は、現運動広場・多

目的広場と同様に野球場、サッカー場等として多目

的に利用できる広場として整備します。民間事業者

からの提案では、アクティビティループとよばれる

園内を周遊できる園路の整備が計画されており、各

施設や芝生広場、草地広場、釣池、ふるさとの森等、

緑を楽しみながら散歩ができるようになります。芝

生広場等は、レジャーシートを広げて、過ごすこと

ができます。 

 

 

民間事業者からの提案では、ストリートスポーツ

広場の整備規模は、約 1000 平方メートル程度で、

閉鎖管理ができる広場形態とし、他の公園利用者の

利用を阻害しない計画地北側（市道宮内 104 号線及

び市道等々力 13 号線より北側の区域）が予定され

ております。料金形態、営業時間等の運営方法につ

いては、今後川崎市都市公園条例にて定めることを

予定しています。その他のエリアでのスケートボー

ド等の取扱いについては、今後調整してまいりま

す。 

 

頂いた施設提案につきましては、今後の検討にお

いて、参考にさせていただきます。 

 

 

立体駐車場の位置につきましては、既存の緑地や

樹木をできるだけ回避しながらも、まとまった空地

となっている、現在の計画位置が妥当と考えており

ます。なお、駐車台数につきましては、適切な駐車

台数を引き続き検討してまいります。公文書館横の

駐車場は、等々力緑地の正面広場に隣接しているこ

とから、周辺からの見通しを確保し、引き続き平置

きの駐車場として運営する予定です。 

既存の桜につきましては、老木が多いことから、

生育状況等も踏まえ可能な限り保全するとともに、

新たに桜を植栽すること、また、新たな花見エリア

を設けることも検討されています。 
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そして、もう一つの立体駐車場と温浴施設及

び物販についてだが、どこから何で温浴施設と

いう案が出たのか知りたい。近隣に設備の整っ

た健康ランドやスーパー銭湯があるのに、等々

力のお風呂に行こうとはならないだろう。ここ

にしかないものがつくられるとは思わない。何

の策があるのか知りたい。そのため、それに伴

うたくさんの物販も駐車場も要らない。休憩所

と物販は園内に２、３か所あれば十分だ。 

 

最後に気になるのが、温浴施設が赤字続きだ

とどうするのか。撤退しても建物は残る。その

廃墟を見て住民は毎日過ごすことになる。ぜひ

再考を。福田市長は緑化フェアで「１０１年目

から始まる、緑と共生するまちづくりを」とコ

メントしている。緑化フェアの会場となってい

る等々力緑地で、緑を守ることで揉めているの

はおかしいと思わないか。必要のないもののた

めに木を切るのはやめてほしい。 

 

 

 

 

自由提案施設の入居テナントは現時点で未定で

す。今後、休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等のレク

リエーションを行う総合公園の公園施設としてふ

さわしい施設について、協議を進めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

自由提案施設は今後決定していくことになりま

すが、それらの施設は指定管理者である川崎とどろ

きパーク株式会社が市の設置許可を受けて建築す

るものであり、自由提案施設の利用が無くなった場

合には、公園施設の設置許可基準に基づき市として

適切に指導してまいります。等々力緑地再編整備実

施計画改定時のパブリックコメントや令和 5年 5月

及び令和 6年 6月のオープンハウス型事業説明会の

アンケートでは、「飲食や休憩をできる場所が少な

いため、そのような施設をつくってほしい」など、

これまで等々力緑地に不足していた新たな施設の

整備を求める御意見を数多く頂いています。自由提

案施設は、このような機能を新たに創出し、総合公

園としてのサービス向上に寄与できると考えてい

ます。 
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 公述意見の要旨 市の考え方 

Ｃ 

公
述
人 

川崎都市計画緑地の変更、２号等々力緑地の

廃止についての意見を述べたい。 

等々力緑地は、古くから市民に親しまれてき

た貴重な緑地だが、２０１５年には既に野外プ

ールもなくなった。３人の子育てをしてきた私

のような市民には今でも残念で仕方ない。すぐ

身近にあった野外プールにはどれだけ助けられ

たかしれない。利用料金が安価で安全・安心だ

った。お金をかけなくても夏は近くで存分に楽

しむことができた。私の成長した子供たちは、

自分が経験したような恩恵には預かれない。老

朽化が理由なら、なくさないで建て替えるべき

だった。川崎市にはそんな貴重な場を再現して

いただきたい。多くの市民が今も強く感じてい

ると思う。誰もが安価で安心して使用できる家

族が楽しめる野外プールをなぜなくしたのか。

多くの市民にはいまだもって納得がいかない。 

 

催し物広場では、学童保育の仲間たちとの運

動会の思い出もある。秋の日に１日ゆっくり子

供たちも大人たちも歓声を上げて楽しく過ごし

た。そこの木々が伐採されるなんて悲しくて仕

方がない。広くて開放された空間で、自然と人

間が共存していることを感じながら過ごせた。

全身で季節や風を感じられるすてきな空間だ。

なぜ、木々を伐採し手を加える必要があるの

か、やはり理解できない。 

 

理由書で述べている「等々力緑地は、川崎市

のほぼ中央に位置する市を代表する総合公園で

す。「川崎市総合計画」において、本市の３大

公園に位置付けており、社会環境の変化による

新たな課題等に対応し、安全・安心で魅力あふ

れる公園の実現に向けて、民間活力を導入した

緑地全体の再編整備を推進するとしておりま

す。」とするなら、このことは既に庶民感覚と

は乖離している。安全・安心で魅力あふれる公

園の実現に向けて、民間活力の導入など必要が

等々力緑地にあった屋外プールは、施設の老朽化

が進み、維持管理や安全面においても問題があった

ことから、平成 27 年に廃止しました。プールにつき

ましては、施設継続の要望があったことも踏まえ、

スポーツセンターとして大規模施設への複合化の

検討を進め、今回再編整備事業に併せてスポーツセ

ンター内にプール施設を設置する計画となりまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民間事業者の提案における施設整備については、

既存の緑地や樹木をできるだけ回避すること、新た

な緑地や広場を確保することを考慮した計画とさ

れております。やむを得ず伐採する樹木の本数に対

し、同等以上の植樹本数を目標としています。今後

の詳細設計の中で本数を多くできるよう、調整を進

めてまいります。 

 

 

 

等々力緑地再編整備実施計画につきましては、再

編整備の内容について、学識経験者や公募市民等に

より構成される等々力緑地再編整備計画推進委員

会によって審査を実施し、パブリックコメントを経

て、令和 4年 2月に改定を行いました。 

民間活力の導入については、他都市の事例におい

て、既存公園の課題解決に向けた民間活力を導入し

た公園の再整備により、新たな公園機能の提供や居

心地の良い空間づくりが行われ、公園利用者の増加

やアンケート結果などから効果が確認されていま
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ない。「また広域的・根幹的な都市計画に関す

る基本的な方針を示す「都市計画区域の整備・

開発及び保全の方針」において、多彩な機能を

高め安全で快適な暮らしを支えるみどりのまち

づくりの推進に努めるとして、等々力緑地の整

備・再編を行うとしております」とあるが、そ

のことがイベントを盛り上げるためにスーパー

銭湯までつくり、もうけのために緑の木々を伐

採して駐車場を増やし、子供たちの遊べる公園

も三つもなくしてしまうなんてあり得ないと思

う。自然と調和した安全・安心で賑わいのあ

る、より魅力的な公園などとどうして言えるの

か。民間活力の導入そのものが間違っている。

市民の財産をこれ以上破壊しないでほしい。貴

重な緑地はそのまま保全してほしい。 

地区計画の目標として、「本地区は、ＪＲ南

武線・東急東横線武蔵小杉駅から約１ｋｍの位

置にある総合公園であり、緑と水の潤いの空間

を有し、多数の運動施設や市民の憩いの場な

ど、多面な機能を有する貴重な地域資源として

広く市民に親しまれてきた。等々力緑地は本市

を代表するスポーツの拠点としての役割りを持

ち、興行利用も可能な大規模な観覧場を有する

運動施設を主体として、多様化する市民のニー

ズに応えられる施設や機能など日常的な賑わい

の創出が求められている。本計画は、今後にお

いても誰もが心地よく過ごせる憩いの場を確保

し、市民活動等やスポーツの拠点として地域の

活性化を図るとともに、周辺の住宅市街地への

環境に配慮しつつ、多様なニーズに応えられる

魅力ある地区を形成し、これを維持及び保全す

ることを目標とする」とするならば、既に市民

感覚とは乖離している。「本計画は、今後にお

いて誰もが心地よく過ごせる憩いの場を確保

し」とあるが、そのために民間活力の導入など

必要ない。多様なニーズに応えられる魅力ある

地区って誰にとって魅力なのか。等々力を開発

する民間企業にとっての魅力なのか。それとも

市民にとっての魅力なのか。この答えは公聴会

の後に開かれる都市計画審議会で、委員の前で

す。また、民間ならではのアイデアやノウハウを最

大限活用することで、「効率的・効果的な市民サービ

スの提供」と「そのサービスの質の向上の実現」に

つながると考えております。更に、平成 29 年の都市

公園法の改正を契機とした民間活力導入に向けた

取組を進める中で、全国で初めて公園の再編整備事

業に関して、民間資金等の活用による公共施設等の

整備等の促進に関する法律に基づく民間提案の提

出を受け、客観的な視点による提案内容の妥当性等

の審査を行うため、附属機関である川崎市民間活用

推進委員会に民間提案審査部会を設置し審査を進

め、同部会において PFI 事業としての妥当性を確認

するとともに、事業化にあたっては、官民連携によ

る検討が必要とされました。これらの経緯を踏まえ

た検討から民間活力を活用する PFIにより再編整備

を実施することが最も有効と判断いたしました。 

等々力緑地再編整備実施計画改定時のパブリッ

クコメントや令和 5年 5月及び令和 6年 6月のオー

プンハウス型事業説明会のアンケートでは、「飲食

や休憩をできる場所が少ないため、そのような施設

をつくってほしい」など、これまでの等々力緑地に

不足していた新たな施設の整備を求める御意見を

数多く頂いています。そのような新たな機能の創出

に伴う公園利用による需要を踏まえ、等々力緑地再

編整備実施計画では、民間提案の中で例えば飲食・

物販など多様なニーズに対応する施設機能を求め

るとしております。民間事業者による自由提案施設

は、等々力緑地再編整備実施計画を踏まえたものと

なりますが、入居テナントは現時点で未定です。今

後、休息・鑑賞・散歩・遊戯・運動等のレクリエー

ションを行う総合公園の公園施設としてふさわし

い施設について、協議を進めてまいります。 

民間事業者提案では、子供の遊び場としては、誰

でも分け隔てなく利用できる遊具広場（インクルー

シブパーク）をはじめ、自由にのびのびと過ごせる

スペースとして、釣池南側に芝生広場、新たな等々

力陸上競技場南側に草地広場を設ける計画となっ

ており、また、ふるさとの森にも遊具の設置が計画

されています。このように、等々力緑地内の複数箇

所に子供が遊べるスペースを設ける計画となって
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正々堂々と答えてほしい。また、市民にとって

魅力という回答ならば、市民にとってどんな

等々力緑地が魅力なのか述べてほしい。もし、

市民にとってどんな等々力が魅力なのかを川崎

市が知らないならば、都市計画審議会を開く前

に、等々力緑地を守る会と共同で、近隣住民、

等々力利用者を対象としてアンケートを実施し

て調べてほしい。 

やはり、民間活力の導入そのものが間違って

いると思う。もうけている民間企業のお金を集

めてきて、もうからないことをやるために政府

や地方自治体があるのに、川崎市はなぜそのよ

うなことをやらないのか。その理由を、税金を

払っている市民の一人一人が納得できるように

分かりやすく説明してほしい。 

 

「多様化する市民のニーズに応えられる施設

や機能など日常的な賑わいの創出が求められて

いる」というが、日常的な賑わいの創出を求め

ているのは誰か。現在の利用状況以上の賑わい

を求めているのは誰か。現在の利用状況以上の

賑わいが必要か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「周辺の住宅市街地への環境に配慮しつつ」

というが、現状より賑わったときに、交通量の

増加による影響はどのように見積もっているの

か。地域住民に理解できるように答えてほし

い。 

 

 

 

 

います。更に、釣池西側のビジターセンター内に屋

内遊戯施設の整備も計画されています。本事業の実

施にあたっては、ふるさとの森、21 世紀の森などの

まとまった緑地は可能な限り現位置で保全する計

画で、再編整備後の緑地面積は現況と同程度確保す

る計画となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 2 年 8 月に国土交通省が公表した、「新型コ

ロナ危機を契機としたまちづくりの方向性」の論点

整理においては、緑とオープンスペースの重要性の

再認識、テレワーク・テイクアウト販売への活用と

いった地域の多様なニーズに応じて柔軟に活用す

る、活用を支える人材育成、ノウハウの展開等が必

要であると整理されました。これらを踏まえ、水辺

や広場と一体となった飲食・物販店等を官民連携に

より整備することや、水辺と広場を活用したイベン

トを実施すること等で賑わいを創出する取組を進

めてまいります。また、賑わいだけでなく、芝生広

場や草地広場などの憩いのスペースも計画してお

り、賑わいと憩いの両方を実現すべく、引き続き、

検討してまいります。 

 

自動車交通量につきましては、民間事業者が交通

計画を検討しており、川崎市環境影響評価に関する

条例の手続において、周辺道路の主要な交差点にお

ける交通混雑を予測しています。予測結果として

は、平日及び休日の将来交通量のピーク時間帯にお

いても、円滑な交通処理が可能であるとされてお

り、駐車場の出入口付近での十分な見通しの確保

や、利用者に向けた誘導看板を設置する等の対応も

検討されています。また、等々力緑地周辺の交通環
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「誰もが心地よく過ごせる憩いの場を確保

し」とあるが、温暖化が進行している昨今、誰

もが心地よく過ごせる憩いの場は確保だけでは

不十分で、木をもっと植えて、現在よりも広く

するべき。確保するというのは、一応残してお

く程度の意味しかないのか。緑と水の潤いの空

間を有し、多数の運動施設や市民の憩いの場な

ど多面的な機能を有する貴重な地域資源として

広く市民に親しまれてきたのに、不要なものを

持ち込んで木を切ったりしないでほしい。川崎

市はしっかりと地域住民に理解できるように答

えてほしい。 

 

境につきましては、周辺の幹線道路の整備を進める

とともに、今後、駐車場の出入口付近での十分な見

通しの確保や、利用者に向けた誘導看板を設置する

等の対応を検討します。今後とも、混雑緩和や交通

安全確保のための対策について、引き続き関係者間

で協議・検討し、適宜実施することで、地域におけ

る治安の維持や交通の安全確保を図ってまいりま

す 

 

民間事業者の提案では、伐採本数に対し同等以上

の植樹本数を目標としています。今後の詳細設計の

中で本数を多くできるように調整を進めてまいり

ます。また、植栽計画にあたっては、花や紅葉等が

美しい樹木など季節が感じられる樹種を選定する

ほか、生物多様性の視点も考慮し、等々力緑地全体

の魅力向上を図ってまいります。 
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 公述意見の要旨 市の考え方 

Ｄ 

公
述
人 

私は等々力緑地の都市計画素案の内容に驚く

とともに、異常な緑地破壊を招く都市計画素案

の撤回を求める。 

昨年４月、ＰＦＩの導入で、川崎とどろきパ

ーク株式会社が等々力緑地の運営権を取得した

が、川崎とどろきパーク株式会社がどのような

再編計画を考えているのかは、今年６月に開か

れたオープンハウス説明会までは市民には全く

知らされていなかった。説明会会場に展示され

た図面を見て、初めてこの計画の異常さに気づ

いた。緑地の広場いっぱいに施設が無数に描か

れ、緑は完全になくなっていた。特に、１８か

所に及ぶ自由提案施設が建設されるとともに、

さらにテニスコートと催し物広場に３層の立体

駐車場が建設されることも初めて知り、驚い

た。市民は、川崎市が２０２０年に作成した

等々力緑地再編整備実施計画で、球技専用スタ

ジアムやアリーナスポーツセンターなどの建設

計画は示されていたが、自由提案施設や立体駐

車場の建設は寝耳に水の話である。このような

施設が多数建設されると、等々力緑地はどうな

ってしまうのか。自然を身近に感じる緑地の機

能が全くなくなってしまうのではないかと、瞬

く間に周辺住民からこんな計画は認められない

と、異議を申し出る声が相次いでいる。この都

市計画素案の問題について、２、３述べておき

たい。 

 

第一に、等々力緑地は長年多くの市民が緑の

静かな空間で癒され生気を取り戻し、スポーツ

で仲間と交流し、散策や運動で健康維持の大き

な役割を果たしてきた。この緑地を公園に改変

する意図は何なのか。説明会で、川崎市の富士

見・等々力再編整備室の室長は何も変わりませ

んと答弁したが、何も変わらなければ変更する

必要はない。緑地に無制限に建築構造物を建て

られるようにするために建蔽率を拡大し、高度

地区を変更して高い建物の建築を可能とするた

等々力緑地再編整備実施計画は、パブリックコメ

ント、等々力緑地での社会実験などの市民意見の聴

取を経て、令和 4年 2月に計画を改定しました。さ

らに民間事業者提案についても、令和 5年 5月及び

令和 6年 6月にオープンハウス型の事業説明会の実

施などにより御意見を伺ってまいりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 等々力緑地は、昭和 16 年に緑地として都市計画

決定しており、昭和 32 年に陸上競技場等の建設な

どの都市計画事業認可を取得しまして、昭和 40 年

に都市公園法の総合公園として供用開始をしてお

り、これまで都市公園法に基づく運営や維持管理を

行ってきています。 

等々力緑地再編整備実施計画では、社会状況の変

化を踏まえた目指すべき将来像の実現に向けて、民

間活力を活用して、施設の再編整備を実施するな

ど、緑やスポーツの拠点としての役割をさらに高め
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めに、緑地を公園に改変する必要があったとい

うことは明白である。この都市計画素案は、今

の緑地のままでは、川崎とどろきパーク株式会

社が計画している商業施設やスーパー銭湯、

１，０００台に及ぶ立体駐車場の建設、宿泊施

設などの収益施設を自由思いのままに建設する

ことができない、それを可能にするために、都

市計画の変更で緑地の役割を１８０度転換させ

たわけである。 

 

 

 

第二に、川崎市は１０年あまりに渡って議論

し重ねてきた等々力緑地再編整備実施計画を作

り上げてきたが、翌年川崎とどろきパーク株式

会社に事業が移った途端、等々力緑地再編整備

実施計画が大幅に塗り替えられてしまった。特

に、大きな改変は２か所の立体駐車場だ。多く

の市民が抽選待ちで利用している人気のテニス

コートを潰し、高さ１５メートルの立体駐車場

を建設すること。さらに、多くの保育園児の遊

び場となり、市民が年中を通し、ゲートボール

や体操、ボール遊びなどスポーツを楽しんでい

る場所、花見の名所である催し物広場が潰され

て、高さ１５メートルの立体駐車場が建設され

る。どうしてこんな大きな構造物が今ここに必

要なのか。 

 

 

今回の都市計画書案では、用途地域の変更と

して、これまでの第一種中高層住宅専用地域の

指定から、第二種住居地域に変更するとしてい

る。それは、これまで商業施設や住環境を損な

う建物は建設できなかったことが、この都市計

画変更で規模の大きな店舗や商業施設の建設が

可能となる。高さの制限も緩和されることにな

る。まさに、この都市計画素案は、川崎とどろ

きパーク株式会社の描いた、緑地全体を市民の

憩いの場から収益施設が乱立する公園にするこ

とを後押しするだけのものにすぎない。 

るため、市民、利用者団体、民間事業者による協働

の取組を目指し、「新たな日常」を踏まえた公園機能

の導入を進めることとしており、総合公園として、

自然的環境の中で、休息・鑑賞・散歩・遊戯・運動 

等のレクリエーション及び大震災等の災害時の避

難等の用に供することを目的として更なる利用促

進を図ることとしております。こうしたことから、

都市計画施設の位置付けについて、緑地から公園に

変更するものです。 

今後につきましても、これまでと同様に緑等の自

然的環境の整備、維持管理に努めてまいります。 

 

駐車場の計画にあたっては、等々力緑地の敷地面

積増加と新たな公園利用による需要増加が予測さ

れることから、等々力緑地再編整備実施計画におい

ても駐車場台数を 970台以上確保するよう定めてい

ること、周辺道路の渋滞緩和等の観点からも、駐車

場台数の増加は必要な整備と考えております。将来

の公園利用を想定した台数算定をしておりますが、

計画の進捗に応じて、適切な駐車場台数の確保に向

けて、引き続き検討してまいります。なお、民間事

業者の提案では、既存の緑地や樹木をできるだけ回

避すること、新たな緑地や広場を確保することを考

慮し、必要な土地の広さがより小さい立体駐車場と

する計画となっています。また、立体駐車場の位置

につきましては、既存の緑地や樹木をできるだけ回

避しながらも、まとまった空地となっている現在の

計画位置が妥当と考えております。 

 

等々力緑地の再編整備を進めるにあたり、平成 21

年に等々力緑地再編整備方針を策定、平成 22 年に

等々力緑地再編整備基本構想及び基本計画を策定、

平成 23 年に等々力緑地再編整備実施計画を策定し

ました。そうした中、平成 31年の民間事業者からの

PFI 法に基づく民間提案の提出に伴い、有識者によ

り審査を行ってきたほか、令和元年台風第１９号に

より浸水被害等が発生するなど、緑地を取り巻く大

きな状況の変化が生じました。こうした課題に対応

するため、令和 2 年に等々力緑地再編整備実施計画

の改定作業に着手し、官民連携協定に基づく検討体
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今、等々力緑地に、２か所の立体駐車場を含

む１，０５０台もの駐車場は必要か。これがで

きることで、周辺の環境はどうなるのかを十分

に検討されているのだろうか。ちなみに、フロ

ンターレが開催されるときには、今の二、三百

台の駐車場でも車は等々力緑地周辺の道路にひ

しめき、渋滞で住民の交通にも多大な影響がつ

くり出されている。緑地周辺の道路は、幹線道

路ではなく生活道路である。この道路沿いには

保育園や小学校、中学校もある。子供たちの安

全な環境を守るためにも、毎日１，０００台の

駐車車両が出入りする状況は極めて危険なもの

とならざるを得ない。川崎市は、自ら作成した

等々力再編整備実施計画を反故にして、事業者

のやりたい放題を許すのか。この問題でも、富

士見・等々力再編整備室の室長は「何でも許可

するものではありません」と答弁したが、それ

ならば、市民の憩いの広場を潰したうえでの

１，０００台の駐車場建設は、計画をやめるよ

うに指導してほしい。 

 

制を整えるとともに、学識経験者や公募市民などに

より構成する等々力緑地再編整備計画推進委員会

において検討を進め、新たな等々力緑地の目指すべ

き将来像の実現に向け、令和 4年に等々力緑地再編

整備実施計画の改定をしてまいりました。等々力緑

地再編整備実施計画に示す等々力緑地の目指すべ

き将来像の実現に向けて、市民サービスや利便性の

向上、賑わい、新たな魅力・価値の創出を図るため

に、施設の充実が必要であることから、本市の上位

計画も踏まえ、必要な都市計画手続を行うもので

す。 

地区計画では、従来より高さの規制値を超えてい

た観覧場については高さの緩和を行い、観覧場以外

の用途については高さの最高限度は１５メートル

と定め、従来どおりの規制を行うこととしておりま

す。また、高さの緩和を行う観覧場については、壁

面の位置の制限を設け、周辺の住宅市街地に配慮し

た環境の維持保全を図ってまいります。 

 

駐車場の計画にあたっては、等々力緑地の敷地面

積増加と新たな公園利用による需要増加が予測さ

れることから、等々力緑地再編整備実施計画におい

ても駐車場台数を 970台以上確保するよう定めてい

ること、周辺道路の渋滞緩和等の観点からも、駐車

場台数の増加は必要な整備と考えております。将来

の公園利用を想定した台数算定をしておりますが、

計画の進捗に応じて、適切な駐車台数の確保に向け

て、引き続き検討してまいります。 

自動車交通量につきましては、民間事業者が交通

計画を検討しており、川崎市環境影響評価に関する

条例の手続において、周辺道路の主要な交差点にお

ける交通混雑を予測しています。予測結果として

は、平日及び休日の将来交通量のピーク時間帯にお

いても、円滑な交通処理が可能であるとされてお

り、駐車場の出入口付近での十分な見通しの確保

や、利用者に向けた誘導看板を設置する等の対応も

検討されています。また、等々力緑地周辺の交通環

境につきましては、周辺の幹線道路の整備を進める

とともに、今後、駐車場の出入口付近での十分な見

通しの確保や、利用者に向けた誘導看板を設置する
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第三に、川崎とどろきパーク株式会社の再編

整備計画で、緑地の多数の樹木を伐採する問題

だ。計画で示された図表に基づき、周辺住民が

緑地の樹木約２，０００本を調査した。その中

でおよそ８００本の樹木が伐採される危険があ

ることが分かった。その大半は樹齢が５０年前

後で、高さも１０メートルから２メートルの大

木ばかりだ。緑の樹木は市民に安らぎと憩いの

空間を提供し、豊かな緑は熱暑を防ぎ、木陰が

人の生気を取り戻す。災害時には多くの人が避

難場所として利用する場である。川崎市の緑化

指針でも、自然と人との共生する緑豊かな都市

環境を創造していくと述べている。また、緑化

の推進により、防災性向上に寄与するまちづく

りを目指しますと決意を述べている。地球の温

暖化対策が求められているときに、多くの樹木

を伐採するような愚かな行為は、どんな市民か

らも歓迎されることはない。川崎市も事業者

も、それ以上に植樹をするとして伐採すること

を当然のように認めている。 

 

 

 

 

これに加えて、川崎とどろきパーク株式会社

の環境アセスメントに係る条例準備書では、敷

地内に建設する１８棟の商業施設を含む建築物

に設置される冷暖房施設や室外機が、実に３３

９台もあり、大半が２４時間稼働するという驚

くべき数字が記載されていた。幾ら省エネ機器

を採用しても、この大量の設備機器が放出する

温廃熱は緑地の環境を大きく損なうことは明ら

かだ。 

 

等の対応を検討します。今後とも、混雑緩和や交通

安全確保のための対策について、引き続き関係者間

で協議・検討し、適宜実施することで、地域におけ

る治安の維持や交通の安全確保を図ってまいりま

す 

 

民間事業者の提案では、ふるさとの森、21 世紀の

森などのまとまった緑地は可能な限り現位置で保

全する計画で、再編整備後の緑地面積は現況と同程

度確保する計画となっています。伐採本数に対し同

等以上の植樹本数を目標としていますが、今後の詳

細設計の中で本数を多くできるように調整を進め

てまいります。 

また、植栽計画にあたっては、花や紅葉等が美し

い樹木など季節が感じられる樹種を選定するほか、

生物多様性の視点も考慮し、等々力緑地全体の魅力

向上を図ってまいります。 

防災に関して、広域避難場所として既存機能を継

承しながら、再編整備に併せて各施設に防災機能を

位置付けます。また、釣池には雨水貯留機能を持た

せ、多目的利用が可能なオープンスペースを各所に

配置するなど、安心・安全な市民生活を支える防災

機能を整備してまいります。 

なお、災害に対しては、災害廃棄物保管場所や応

急仮設住宅の設置など多様な利用ができるオープ

ンスペースの確保や、各施設においては、多摩川の

氾濫時に想定される浸水深に可能な限り配慮した

高さに電気室、機械室等の設備関連諸室を配置する

計画としております。 

 

民間事業者による環境影響評価では、断熱性能及

び気密性能に優れた部材の選定等による建築的配

慮により、熱負荷を低減させるとともに、導入可能

な範囲で効率的な省エネルギー機器を選択し、エネ

ルギー使用量の削減を図ることとされています。 

また、室外機等の稼働時間は、現時点では未定で

あるため、条例環境評価準備書の手続上は、最も影

響が大きい 24 時間稼働として設定をしております

が、実際は 24 時間の営業・稼動は予定されておら

ず、一定の閉店時間・基幹設備の停止時間を設ける
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このような事業計画を可能とする都市計画素

案は、大胆に見直すべきではないか。８月に発

足した住民の組織「等々力緑地を守る会」が呼

びかけた署名には、現在５，０００人を超える

賛同が寄せられている。さらに多くの市民にこ

の事業の実態を伝え、圧倒的な市民の世論で、

この無謀な等々力緑地再編整備計画と都市計画

素案を撤回するように求めていきたいと思う。

川崎市は市民の声を真摯に受け止め、改めて市

民との協議の場を設け、大胆に計画を改めるこ

とを求める。 

 

予定とされています。なお、温排熱の低減を図るた

め、自動制御設備や中央監視設備の導入など、精度

の高い制御システムの導入を検討することとされ

ています。周辺に配慮した計画となるよう、協議調

整してまいります。 

 

今後につきましては、計画の進捗に応じて適宜事

業説明会を実施し、頂いた御意見を参考に、引き続

き事業内容について協議してまいります。 
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 公述意見の要旨 市の考え方 

Ｅ 

公
述
人 

まず、立体駐車場の設立について反対する。

現在のテニスコート位置に立体駐車場を設立す

る、高さ１０数メートルのものが建つと伺っ

た。テニスコート南側に位置するマンションの

日当たりに関して、日が入ってこないといった

日照に関する懸念がある点で、反対したいと思

っている。 

 

さらに安全性の観点から、テニスコート前の

道路は現状歩道がない。歩道がないので、今で

も車が多いときは渋滞になりやすかったり、マ

ンションの保育園の送り迎えや、マンションの

後ろにある小学校の校外学習の際に、リムジン

バスがマンションの前に停まるといったことが

よくあるが、そうした際に、もともと道路の幅

が狭くて詰まりやすいといった状況になってい

る。このような状態で立体駐車場を設立するこ

とによって、今まで以上に渋滞が増えるという

ことは容易に考えられる点から、計画を見直し

てもらいたいと思っている。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

また、等々力緑地の辺りで幾つか駐車場を建

てる案を見たが、それらの駐車場をわざわざ住

宅マンションの多いエリアの向かい側に建てる

のはどういった意図なのか、聞きたいと思って

いる。等々力緑地は広いので、緑地周辺に家の

ないエリアも十分にあると思うが、わざわざ人

の多い歩道のない道路の前に駐車場を建てる行

日照につきましては、日影は建物の北側に生じる

ものであることから、民間事業者提案の現テニスコ

ートに整備する立体駐車場の南側に位置するマン

ションの日当たりに影響を与えることはありませ

ん。 

 

 

 

公園内の道路は、計画地東側外周に新設する外周

園路は、歩行者と一般車両の分離を徹底することか

ら、こちらを御利用いただくことで、現在よりも安

全・安心な空間として、子供たちの通学等が可能と

考えております。 

自動車交通量につきましては、民間事業者が交通

計画を検討しており、川崎市環境影響評価に関する

条例の手続において、周辺道路の主要な交差点にお

ける交通混雑を予測しています。予測結果として

は、平日及び休日の将来交通量のピーク時間帯にお

いても、円滑な交通処理が可能であるとされてお

り、駐車場の出入口付近での十分な見通しの確保

や、利用者に向けた誘導看板を設置する等の対応も

検討されています。また、等々力緑地周辺の交通環

境につきましては、周辺の幹線道路の整備を進める

とともに、今後、駐車場の出入口付近での十分な見

通しの確保や、利用者に向けた誘導看板を設置する

等の対応を検討します。今後とも、混雑緩和や交通

安全確保のための対策について、引き続き関係者間

で協議・検討し、適宜実施することで、地域におけ

る治安の維持や交通の安全確保を図ってまいりま

す 

 

立体駐車場の位置につきましては、既存の緑地や

樹木をできるだけ回避しながらも、まとまった空地

となっている現在の計画位置が妥当と考えており

ます。なお、駐車台数につきましては、適切な駐車

台数を引き続き検討してまいります。 
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為は一体どういう目的か、疑問に感じている。 

 

次に、木の伐採について反対する。理由とし

ては、子育てや教育の観点からとなる。もとも

と等々力緑地という名前で、私もそうだが緑が

いっぱいあるところに魅力を感じて、引っ越し

てきた経緯がある。 

 

 

 

 

 

 

保育園の園児、子供たちが虫捕りや自然を楽

しむ光景をよく見かけるが、樹木を伐採するこ

とによって自然のない環境になってしまい、引

っ越してきた魅力がなくなってしまう点と、そ

うした場が減ってしまい、子育てや教育の観点

からもよくないと思う。 

 

さらに環境の観点から、テニスコートの近く

に温泉施設を建てる話を伺った。こちらの施設

は、他の公述人も言っていたが、２４時間室外

機稼働の話を聞いていて、今までは緑が多いの

できれいな空気の中で生活できる面に魅力を感

じて引っ越してきたところがあるが、２４時間

室外機の煙にさらされてしまう。温泉施設から

特に近い住宅では、室外機の風をもろに受け

る、家に室外機の風が入ってくるのではという

懸念を感じている。そもそも温泉施設をわざわ

ざ等々力緑地に建てる意味を、いまいち理解で

きていない。温泉施設等を武蔵小杉から歩い

て、わざわざ等々力緑地に来る人がどれくらい

いるのか、採算が取れる目途が立っているの

か、疑問に感じている。 

 

環境の観点としてもう一つ、家の前の排気ガ

スが増える点と、交通安全の点からも懸念があ

るのではと思う。テニスコート前の道路もだ

が、小杉神社の裏側のところに関しても、純粋

 

 

等々力緑地再編整備実施計画では、ふるさとの

森、21 世紀の森などのまとまった緑地は保全する

こととしており、再編整備後の緑地面積は現況と同

程度確保する計画となっています。伐採本数に対し

同等以上の本数を目標としていますが、今後の詳細

設計の中で本数を多くできるように検討を進めて

まいります。また、植栽計画にあたっては、花や紅

葉等が美しい樹木など季節が感じられる樹種を選

定するほか、生物多様性の視点も考慮し、等々力緑

地全体の魅力向上を図ってまいります。 

 

自然環境につきましては、緑地内の樹林地や水辺

を可能な限り保全するほか、樹林地を新たに設ける

計画としているため、それらにより自然と触れ合う

学習の場が確保されると考えております。 

 

 

 

自由提案施設の入居テナントは現時点で未定で

す。今後・休息・鑑賞・散歩・遊戯、運動等のレク

リエーションを行う総合公園の公園施設としてふ

さわしい施設について、協議を進めてまいります。 

また、室外機等の稼働時間は、現時点では未定で

あるため、条例環境評価準備書の手続上は、最も影

響が大きい 24 時間稼働として設定をしております

が、実際は 24 時間の営業・稼動は予定されておら

ず、一定の閉店時間・基幹設備の停止時間を設ける

予定とされています。なお、温排熱の低減を図るた

め、自動制御設備や中央監視設備の導入など、精度

の高い制御システムの導入を検討することとされ

ています。周辺に配慮した計画となるよう、協議調

整してまいります。 

 

 

民間事業者による環境影響評価において、供用時

の「駐車場の利用」及び「施設関連車両の走行」に

伴う大気質への影響（二酸化窒素、浮遊粒子状物質）

については予測を実施しており、環境保全目標を満
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な丁字路ではなくて、曲がった丁字路みたいな

形になっていて、もともと事故が起こりやすい

少し危ない道になっている現状がある。現在の

テニスコート位置に立体駐車場が建つことによ

って、こちらの道に関しても交通量が増えるこ

とが想像でき、歩道や信号がないので、余計に

事故が起きやすくなるのではないか。こちらの

道も少し見直してほしいと考えている。 

 

 

 

足すると予測されています。さらに、本事業の実施

にあたっては、大気質に及ぼす影響低減のため、ホ

ームページなどで路線バスや電車等の公共交通機

関の利用を促し、駐車場内にアイドリングストップ

やエコドライブの看板を設置するなどの環境保全

のための措置を講じてまいります。 

小杉神社裏側の丁字路につきましては、歩道変更

や信号設置の計画はなく現状のままとなります。公

園利用者の交通安全確保のために、関係者と協議・

検討を進めてまいります。 
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 公述意見の要旨 市の考え方 

Ｆ 

公
述
人 

川崎市の都市計画素案に反対する立場から発

言する。 

等々力緑地は１９４０年、今から８４年前に

政府の都市計画決定によって緑地と指定され

た。１９５７年に川崎市が等々力緑地の買収を

開始し、１９６２年から緑地内の整備を開始

し、敷地の造成、植栽を行った。それだけの重

みを刻み、市民に親しまれてきた等々力緑地で

ある。公園に変更するという重みのある計画素

案にもかかわらず、９月２７日の素案説明会は

川崎市まちづくり局の中身のない説明資料、本

質を避けた覇気のない説明に失望し、怒りを覚

えた。私が言う中身とは何か。それは川崎とど

ろきパーク株式会社と、川崎市が進める等々力

緑地再編計画に関わる内容である。それに触れ

もしないで、中身を省略して素案の提案をして

いた。 

 

その再編整備計画の中身で市民が怒っている

のは、敷地内に１８か所もつくられる提案施設

の建設と、不必要と思われる立体駐車場の建設

についてである。それによって、緑地の大切な

樹木が数多く伐採されるからだ。 

９月に開かれた川崎とどろきパーク株式会社

の環境アセスメントに係る条例環境影響評価準

備書説明会で、明らかになった重要なことがあ

る。川崎とどろきパーク株式会社が、当初から

建設を切望してきた温浴施設はスーパー銭湯で

あると自ら明言したことだ。スーパー銭湯の定

義と特徴をネットで調べてみた。１自動車での

来店を想定し、駐車場を確保している。そのた

め、幹線道路側につくる。２ジャグジー、サウ

ナ、露天風呂等の付加的な風呂設備がある。３

食事スペースや休憩場所がある。４理髪店、ボ

ディケア店が入店し、提携している。５営業時

間が長く、早朝午前中から深夜まで営業してい

る。６休業日が少ない。または、メンテナンス

日などを除いて年中無休である。こんなものを

緑地内に建設するなど言語道断だ。１８か所の

都市計画素案説明会では、公聴会において広く市

民の皆様から御意見を伺うため、その都市計画素案

の内容を市民の皆様に御理解いただけるように、丁

寧な説明に努めております。 

再編整備事業の内容につきましては、令和 5 年 5

月及び令和 6年 6月にオープンハウス型の事業説明

会を実施しております。また、再編整備による環境

への影響については、川崎市環境影響評価に関する

条例の手続に則り評価を実施しており、令和 6 年 9

月に等々力緑地周辺地域への説明会を実施したと

ころです。今後につきましては、計画の進捗に応じ

て適宜事業説明会を実施し、頂いた御意見を参考

に、引き続き協議してまいります。 

 

 

 

 

 

等々力緑地再編整備実施計画改定時のパブリッ

クコメントや令和 5年 5月及び令和 6年 6月のオー

プンハウス型事業説明会のアンケートでは、「飲食

や休憩をできる場所が少ないため、そのような施設

をつくってほしい」など、これまで等々力緑地に不

足していた新たな施設の整備を求める御意見を数

多く頂いています。自由提案施設は、このような機

能を新たに創出し、総合公園としてのサービス向上

に寄与できると考えています。芝生広場や草地広場

などの憩いのスペースとともに、賑わいと憩いの両

方を実現できる計画としていきます。 

自由提案施設の入居テナントは現時点で未定で

す。今後、休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等のレク

リエーションを行う総合公園の公園施設としてふ

さわしい施設について、協議を進めてまいります。 
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自由提案施設のうち、用途が明らかになったの

はこのスーパー銭湯のみである。川崎とどろき

パーク株式会社は、他の用途は明らかにしな

い。４月に市民と川崎とどろきパーク株式会社

との初めての懇談があり、私は質問した。 

「１８か所の自由提案施設に何店舗入るので

すか。」、「まだ決まっていません。」、「２０から

５０ぐらいですか。」と尋ねると、「まあ、そん

なとこです。」と答えた。ショッピングモール

のようなものをつくろうとしているのだと思っ

た。 

 

９月の川崎とどろきパーク株式会社の説明会

では、２階建て、高さ１５メートルの自由提案

施設の建物について紛糾した。１５メートルも

あるのに、なぜ日影図を作らないのか。２階建

てで１５メートルの高さがある建物は想像でき

ない。 

 

川崎とどろきパーク株式会社は、その建物の

用途については明らかにしなかったが、２か所

の立体駐車場近くに３か所自由提案施設を造る

ということだけを明らかにした。そのような建

物を造るとなると今までの用途地域ではまずい

から、第二種住居地域に変更しようとするの

だ。第二種住居地域では、２階建てで、１万平

方メートル以下の店舗・飲食店が建設できるよ

うになる。 

 

また、今回の都市計画変更では、等々力緑地

及びその周辺地域を新たに防火地域・準防火地

域に変更しようとしている。防火地域・準防火

地域とは何か調べてみた。都市計画法におい

て、市街地における火災の危険を防除するため

に定める地域として指定されるエリアとされて

いる。さらに、火災の危険を防いで取り除くた

めに、多くの場合で駅前や建物の密集地、幹線

道路沿いなどが指定されているとある。今まで

指定されていなかったのに、なぜそういう視点

になるのか。スーパー銭湯をはじめとした１８

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民間事業者による、環境アセスメントに係る条例

環境影響評価準備書において、等々力緑地全体の日

影図を公開しています。公開している日影図では、

既存建物を含め全ての建築物が完成した際の状態

を示しており、建築基準法にも適合した計画となっ

ています。 

 

用途地域の変更につきましては、等々力緑地再編

整備実施計画「第 2章 将来像の実現に向けた都市

計画や条例の見直し」等に示すとおり、等々力緑地

の目指すべき将来像の実現に向け、市民活動やスポ

ーツの拠点として地域の活性化を図るため、必要な

都市計画の見直しを行うものです。 

 

 

 

 

防火地域及び準防火地域の指定については、本市

の用途地域等指定基準において、防火地域の指定区

域を除く、商業地域、近隣商業地域、第一種住居地

域、第二種住居地域、準住居地域、第一種中高層住

居専用地域、第二種中高層住居専用地域及び密集市

街地等の地域で容積率 200％以上の区域は、準防火

地域に指定することとしております。ただし、等々

力緑地をはじめ、生田緑地や菅生緑地などの大規模

な都市計画緑地については、防火地域及び準防火地

域は指定しておりません。 

今回、都市計画緑地から都市計画公園に変更する
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か所の自由提案施設の多くの飲食店舗が火を扱

い、それらが緑地内に密集するため都市計画の

変更が必要になったと私は考える。 

 

立体駐車場の建設についても触れておきたい

と思う。立体駐車場を造る本当の理由は、先ほ

ど述べたスーパー銭湯をはじめ、自由提案施設

に客を呼び込むためであることは明らかだ。テ

ニスコートを移転させて造る立体駐車場は４３

０台。催し物広場を移転させて造る立体駐車場

は３６０台。緑地全体で１，０５０台もの駐車

場台数になる。説明会で「なぜこんなに造るの

か。」の質問に、川崎とどろきパーク株式会社

は、「敷地面積が大きくなるので、ある程度の

駐車台数の増は必要。」と答えた。確かに、緑

地は３６．６ヘクタールから４３．７ヘクター

ルと１．２倍に拡大する。一方、駐車台数は現

在の２８０台から１，０５０台、３．７５倍に

なる。川崎とどろきパーク株式会社の言ってい

ることは欺瞞だ。こういった中身を全く詐称し

て、今回の都市計画素案が出されていることに

私は怒りを覚える。 

 

２９年後の２０５３年３月末で、東急を中心

とした川崎とどろきパーク株式会社は市民の税

金６３２億５，５９７万２，３８２円を使い果

たし契約を終了する。等々力緑地から撤退する

のだ。入居しているテナントも当然契約が切れ

るだろう。その後の等々力緑地はどうなるの

か。川崎市はそんな先のことを考えないとして

いるのか。未来の等々力緑地をどうしていくの

か市民に示さず、あとは野となれ山となれの川

崎市と川崎とどろきパーク株主会社の姿勢に憤

りをもつ。こんな無責任な都市計画素案は撤回

すべきだ。 

 

 

 

 

ことと併せて、用途地域を変更することに伴い、用

途地域等指定基準に基づき、準防火地域に指定する

こととしたものです。 

 

駐車場の計画にあたっては、等々力緑地の敷地面

積増加と新たな公園利用による需要増加が予測さ

れることから、等々力緑地再編整備実施計画におい

ても駐車場台数を 970台以上確保するよう定めてい

ること、周辺道路の渋滞緩和等の観点からも、駐車

場台数の増加は必要な整備と考えております。将来

の公園利用を想定した台数算定をしておりますが、

計画の進捗に応じて、適切な駐車場台数の確保に向

けて、引き続き検討してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等々力緑地の再編整備を進めるにあたり、平成 21

年に等々力緑地再編整備方針を策定、平成 22 年に

等々力緑地再編整備基本構想及び基本計画を策定、

平成 23 年に等々力緑地再編整備実施計画を策定し

ました。そうした中、平成 31年の民間事業者からの

PFI 法に基づく民間提案の提出に伴い、有識者によ

り審査を行ってきたほか、令和元年台風第１９号に

より浸水被害等が発生するなど、緑地を取り巻く大

きな状況の変化が生じました。こうした課題に対応

するため、令和 2 年に等々力緑地再編整備実施計画

の改定作業に着手し、官民連携協定に基づく検討体

制を整えるとともに、学識経験者や公募市民などに

より構成する等々力緑地再編整備計画推進委員会

において検討を進め、新たな等々力緑地の目指すべ

き将来像の実現に向け、令和 4年に等々力緑地再編

整備実施計画の改定をしてまいりました。等々力緑

地再編整備実施計画に示す等々力緑地の目指すべ



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

き将来像の実現に向けて、市民サービスや利便性の

向上、賑わい、新たな魅力・価値の創出を図るため

に、施設の充実が必要であることから、本市の上位

計画も踏まえ、必要な都市計画手続を行うもので

す。 
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 公述意見の要旨 市の考え方 

Ｇ 

公
述
人 

皆さんの話にあったように、全体的に地域住

民の合意形成というのがまだされていないとこ

ろが少し残念と思いつつ、何か長期的に考えて

ここに市のためになるようなものを残せたらい

いと考えている。 

そこで、川崎市にも何度か行った。非常にこ

こがもったいないと思うのは、ポンプ場の周り

のところだ。多摩川の玄関口、私は等々力緑地

に来るまで大体多摩川駅から３０分近く歩いて

くることが多いが、大田区側も川崎市側も暗

い。夜になると真っ暗になってしまって、子供

がこんなにいっぱい学校もあって住んでるの

に、もう少し明るくしてほしいという気もす

る。川崎市にお願いしているのは、ポンプ場だ

けにしておくのはもったいないので、隣地にも

声をかけて、もっと木を増やすことだ。公園に

するということだから、緑地でも公園でももっ

と緑が増やせるように、もっときれいにこの玄

関口を整備したほうがいいのではないか。川崎

とどろきパーク株式会社のほうにも行った。こ

ちらのほうになると、あまり川崎とどろきパー

ク株式会社とは関係ないので、まだこちらは取

り残されているというような印象がある。民地

の部分も都市計画の変更区域に入っているので

あれば、市で周りの地主、こちらは地主が少な

いので、もう少し緑を増やしたりきれいに整備

したり、東京側から来やすいようにしたらどう

かと思う。 

 

川崎とどろきパーク株式会社の計画の全体図

を見ると、駐車場に関して非常に反対している

方が多いし、スーパー銭湯も反対している方が

多い。ここに来るまで武蔵小杉、新丸子、多摩

川、武蔵中原、いろんな駅があり、昔からよく

来る場所ではあるが、非常に来にくい、道が細

い、車がすぐ渋滞する、駐車場もない。このエ

リア内だけでなく、人が住んでいるところじゃ

なくて、パークアンドライドができるような駐

車場をもっと市のほうで用意して、このエリア

等々力緑地再編整備実施計画では、下水道処理施

設上部区域から南部まで、水辺や並木などを整備

し、緑と水の連続性の創出を図るとしております。 

事業計画においても、公園北側には新たに緑地及

び通路を設けることで、十分な明るさと多摩川緑地

との連続性が確保されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 等々力緑地への往来手段につきましては、令和 6

年 8 月末に、既存の西側・北側エリアのシェアサイ

クルポートに加え、東や南側にもポートを設置する

ことで、利用者の利便性向上だけでなく、アクセス

改善を図ってまいりました。また、電動キックボー

ドについては、今後、等々力緑地と武蔵小杉駅や周

辺地域の移動ツールの一つとして視野に入れてお

ります。電動キックボード導入による有用性検証、

利用時の課題・対策の検討のため、等々力緑地内限

定で、令和 6 年 4 月から 10 月の期間でトライアル
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内にあまり車が入らなくても済むように環境に

配慮したような計画がもう少しできないのかと

いう気がする。今、シェアサイクルとか電動キ

ックボード、駅から離れたところから移動手段

としていろいろなものがあるが、都内ではいろ

いろ駅と協力をして、いろんなところに設置場

所を増やしている。ここも車を少なくして、自

転車や電動キックボードが入りやすいような整

備があったらいいという感じがする。 

多摩川でも、サッカーの試合があると歩いて

いる人が随分いるが、遠いし、すごく暗いし、

移動がしにくい、駅まで歩くのが大変だという

感じがする。突飛な意見かもしれないが、最終

的には、皆さんが便利になるならば、大田区側

と協議をして多摩川に橋を架ける。そんなこと

までやって整備したり、きれいにしたり、まだ

まだいろいろやれそうなことはいっぱいあるよ

うな気がする。 

 

まとめると、この開発地区内だけではなく

て、駐車場や移動手段もまだまだいろいろ工夫

できるんじゃないかと思う。都内で行きにくい

場所は、コミュニティバスを整備したりして非

常に喜ばれている場所もある。東京も神奈川も

電車や道路も大体横に広がるが、縦があまりな

い。環境に配慮しつつ、公園を整備しつつ、移

動手段をもっとやりやすいようなやり方ができ

るんじゃないかと思う。そのようなことも考え

ながら、周辺の方とはいろいろと話し合いなが

ら、何かまだまだできることがあるんじゃない

かと思う。川崎市も市制１００年ということ

で、いろんな取組をやっていて、駅のほうでも

いろんなことをやっているのを見ている。ここ

でも、もう少し長期的な視点に立った、地域住

民、ここで働く人、もっともっと周りの人も喜

ぶようなつくり方、開発の仕方、何かまだいろ

いろとできるような気がする。そのため話合い

などを続けられればいいと思う。 

導入しておりました。この間、電動キックボードを

安全に利用いただくため、利用者への利用方法の周

知も行っております。今後とも、再編整備後の利用

実態を確認しつつ、適切な設置検討を行ってまいり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等々力緑地再編整備事業については、令和 5 年 5

月及び令和 6年 6 月には、オープンハウス型の事業

説明会を実施するなど、適宜地域住民等へ向けた説

明会を実施しており、その際に御意見を頂く機会を

設けてきました。今後につきましても、計画の進捗

に応じ適宜事業説明会を実施し、頂いた御意見を参

考に、引き続き事業内容について協議してまいりま

す。 
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 公述意見の要旨 市の考え方 

Ｈ 

公
述
人 

都市計画変更についての地元民への周知につ

いてという点から、まず意見する。 

 先日、都市計画素案説明会に参加した際に、

緑地公園が新たに都市公園に変更になるとの説

明を受けた。しかしながら、専門用語や抽象的

な図面の説明が多く、プレゼンや資料を見ただ

けでは難しい内容であった。具体的なイメージ

も難しい状況である。この都市計画の変更が、

等々力の再整備計画と密接に結びついているも

のだということは何となく理解ができた。再整

備の内容については、中身の公表がされて何が

つくられるというものがだんだん分かってきて

いるが、その再整備と合わせて一体のものとし

て具体的に説明いただく必要があるのではない

かと思う、その点をお願いしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして、この再整備計画について、もとから

川崎市によって検討されてきた経緯については

割と地元民としても存じており、例えば屋外プ

ールの廃止や野球場の再整備など、主に老朽化

を理由とするものなど、それ以外にも１０年ぐ

らいかけてゆっくりと再整備をする。ジャブジ

ャブ池の案も一時期は出ていたし、ゆっくりと

検討されてきているという認識で周りの保護者

仲間もそういう同じような認識を持っていると

思っている。 

 ところが、つい先日、川崎とどろきパーク株

式会社によって、別の再整備が計画されている

ということを準備書説明会のチラシが投函され

等々力緑地の再編整備を進めるにあたり、平成 21

年に等々力緑地再編整備方針を策定、平成 22 年に

等々力緑地再編整備基本構想及び基本計画を策定、

平成 23 年に等々力緑地再編整備実施計画を策定し

ました。そうした中、民間事業者からの PFI 法に基

づく民間提案の提出に伴い、有識者により審査を行

ってきたほか、令和元年台風第１９号により浸水被

害等が発生するなど、緑地を取り巻く大きな状況の

変化が生じました。こうした課題に対応するため、

令和 2年に等々力緑地再編整備実施計画の改定作業

に着手し、官民連携協定に基づく検討体制を整える

とともに、学識経験者や公募市民などにより構成す

る等々力緑地再編整備計画推進委員会において検

討を進め、新たな等々力緑地の目指すべき将来像の

実現に向け、令和 4年に等々力緑地再編整備実施計

画の改定をしてまいりました。等々力緑地再編整備

実施計画に示す等々力緑地の目指すべき将来像の

実現に向けて、市民サービスや利便性の向上、賑わ

い、新たな魅力・価値の創出を図るために、施設の

充実が必要であることから、本市の上位計画も踏ま

え、必要な都市計画手続を行うものです。 

都市計画素案説明会では、公聴会において広く市

民の皆様から御意見を伺うため、その都市計画素案

の内容を市民の皆様に御理解いただけるように、丁

寧な説明に努めております。 

 

民間事業者提案は、パブリックコメントやアンケ

ート調査、等々力緑地での社会実験等で、市民の皆

様から御意見を伺いながら策定した等々力緑地再

編整備実施計画に基づき、庁内や第 3 者の委員会等

で事業提案を審査し、選定したものです。令和 5年

5 月及び令和 6 年 6 月に事業説明会を実施し市民の

皆様の御意見を伺ってまいりました。今後におきま

しても、市民の皆様の御意見を参考にさせていただ

き検討してまいります。 
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たことにより、知ることになった。これまでの

川崎市の資料とは全く異なったものになってお

り、その変貌ぶりに大変驚き、正直困惑した。 

 

時代の流れに合わせて改変するという大きな

趣旨があるようであったが、ちょっと資料を読

んでも、どうしても理解できなかった。巨大な

商業施設を含む１８か所近くの自由提案施設が

公園の南側の至るところに建てられること。そ

して、商業施設の占める割合が大変多くなり、 

もはや緑地とは言えない場所ではないかという

印象を持った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真が載っていた、川崎とどろきパーク株式

会社の写真、見取図、斜めから見た鳥瞰図、す

てきな絵であったが、南側は通路以外、公園の

ような場所ではなく、もはや通路と芝生がちょ

こっとあるだけで、子供が遊ぶ場所は本当に限

定されてしまっているというのが第一印象であ

った。それは、そのことによって、今まで利用

してきた子供たちの遊具が取り壊されるという

ことなのだと認識した。そして、なぜここまで

の計画が必要なのかが、とても疑問である。 

 

 

 

 

 

 

 

 それで、ホームページを見返したが、令和３

年ぐらいまでは、川崎市の検討されてきた計画

 

 

 

 

自由提案施設は、等々力緑地再編整備実施計画に

基づき、等々力緑地における市民サービスや利便性

の向上、賑わい、新たな魅力・価値の創出を図るべ

く計画を進めており、公園利用者にとっての利便性

向上に資する施設を計画しています。芝生広場や草

地広場などの憩いのスペースとともに、賑わいと憩

いの両方を実現できる計画としていきます。 

等々力緑地再編整備実施計画改定時のパブリッ

クコメントや令和 5年 5月及び令和 6年 6月のオー

プンハウス型事業説明会のアンケートでは、「飲食

や休憩をできる場所が少ないため、そのような施設

をつくってほしい」など、これまで等々力緑地に不

足していた新たな施設の整備を求める御意見を数

多く頂いています。自由提案施設は、このような機

能を新たに創出し、総合公園としてのサービス向上

に寄与できると考えています。 

 

等々力緑地再編整備実施計画では、子供の創造力

の発達、心や体の成長につながる遊び場の整備、総

合公園のシンボルとなるような遊具やインクルー

シブ遊具の整備、ユニバーサルデザインに配慮する

とともに、安全・安心に利用できる環境を目指すこ

ととしております。民間事業者からの提案では、子

供の遊び場としては、誰でも分け隔てなく利用でき

る遊具広場（インクルーシブパーク）をはじめ、自

由にのびのびと過ごせるスペースとして、釣池南側

に芝生広場、新たな等々力陸上競技場南側に草地広

場を設ける計画となっており、また、ふるさとの森

にも遊具の設置が計画されています。このように、

等々力緑地内の複数箇所に子供が遊べるスペース

を設けるとなっています。さらに、釣池西側のビジ

ターセンター内に屋内遊戯施設の整備も計画とな

っています。 

 

等々力緑地再編整備実施計画ではパブリックコ

メントやアンケート調査、等々力緑地での社会実験
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の資料が公表されていて、令和３年に策定され

ていた等々力緑地再整備実施計画改定骨子案な

どを拝見したところ、将来一番の利用者になる

小・中学生に３，０００人程度にもわざわざア

ンケートを行って、どんな緑地にしたいか、再

整備に意見を募集してくれていた。また、パブ

リックコメントとしても千五、六百件、市民の

意見を取り上げてくれていて、そこの資料に公

表されていた。 

 ところが、その川崎とどろきパーク株式会社

の説明会での資料には、そのときの再整備の図

面があったが、それとは全く違っており、令和

３年のその川崎市の資料から、令和４年のとど

ろきパークの資料を比べると、がらっと変わっ

ていて、市民にアンケートした、小・中学生に

アンケートして考えた、その図面、パブリック

コメントによって作ったその図面は、今回、ど

こに行ってしまったのかと、とても疑問であ

る。 

 そしてさらに、この川崎とどろきパーク株式

会社による計画のほうは、周辺住民には全く浸

透していないと思う。先日、隣接している中学

校に子供が通学しているので、担任の先生に整

備内容を知っているか尋ねたら、全く知らなく

て驚かれていた。翌日の職員会議でも話をして

いただき、過去に翻って、そういう報告の場が

あったか確認してもらったが、全くなかったと

のことであった。 

 さらに、クラス全員に生徒にアンケートをし

ていただいたようだが、この計画は誰も知ら

ず、生徒たちの間でも衝撃が走ったそうであ

る。そして、自分たちの利用してきた緑地が大

きくさま変わりすることに大変憤りを覚え、自

分たちの地元をどうやったら守っていけるか、

クラスで考えなければいけないというふうな流

れになっていったそうである。そして、道徳の

授業でそういった時間を設けていただいたそう

である。 

 私自身も、保護者の仲間に数十人にアンケー

トを行ったが、同様に、知る人は３０人に１人

等により目指すべき将来像を検討し、公園のイメー

ジ図を作成しております。 

この考え方に基づいて令和 4 年に公募を行い、川

崎市と外部の有識者による委員会で提案内容を審

査し、事業者を選定しておりますので、現在の民間

事業者による提案は等々力緑地再編整備実施計画

の考え方を踏まえた上で提案された計画であると

考えております。さらに令和 5年 5月及び令和 6年

6 月にオープンハウス型の事業説明会を実施する等

で市民の皆様の御意見を伺ってまいりました。 

今後につきましては、計画の進捗に応じて適宜事

業説明会を実施し、頂いた御意見を参考に、引き続

き協議してまいります。 
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ぐらいの割合しかいなかった。また、自分の町

内の会長さんに直接話を聞ける機会があったの

で、計画の周知について聞いたところ、これは

市政だよりなどには公表されているから問題が

ないとの返答であった。本当に問題がないの

か。 

 地元民にとって、この等々力緑地は自分たち

の生活の空間の一部であると思う。時代の流れ

に合わせて改変するというのは理解できるが、

たった１年の間に急激に内容が変わって、その

理由が市民には理解できない。 

 

 特に中学校の目の前に広がる催し物広場は、

子供も大人も地元民が一番利用していて、地元

民が最も未来に守っていきたい場所であると思

う。春には、たくさんの人がお花見をして、子

供は遊具、大人たちは花の下でコミュニティを

育みながら、自然と触れ合いながら過ごせる場

所である。そういった大事な機能があると思

う。 

 

 

 

また、いつでも気軽に行けて、外の大通りか

らも見えるので、防犯上も大変安全である。そ

こが奥のほうに移転してしまうと、防犯上など

もかなり低下すると思う。そこが立体駐車場に

変わってしまうという、衝撃は、ちょっと説明

会を開いただけでは、本当に受け入れることが

できない。 

  

 

 

この計画は、もっと市民に理解を得て進める

必要があるのではないか。市民が納得する公園

を造るためには、市民の声をしっかり聞くこと

が不可欠ではないか。今のまま来年から取壊し

が始まったときに、初めて知った人たちが大半

になると思う。多くの市民が驚き、戸惑いに陥

る。そして、自分たちの緑地が知らぬ間に勝手

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立体駐車場の位置につきましては、既存の緑地や

樹木をできるだけ回避しながらも、まとまった空地

となっている現在の計画の位置が妥当と考えてお

ります。なお、駐車台数につきましては、適切な駐

車台数を引き続き検討してまいります。 

また、既存の桜につきましては、老木が多いこと

から、生育状況等も踏まえ可能な限り保全していき

ますが、新たに桜を植栽する部分もあります。また、

新たな花見エリアを設けることも検討されていま

す。 

 

現在、公園利用者の皆様に安心して御利用いただ

ける環境を提供するため、等々力緑地内における防

犯対策として、警備員の常駐や巡回等を実施してお

り、未然の防止と共に、異常が確認された際にも速

やかに対応するよう努めています。再編整備により

新たに配置する施設や建物及び誘致するテナント

の運営等について、等々力緑地全体の治安維持、防

犯等が図られるよう、引き続き、現状より拡充した

対応を検討します。 

 

現況と将来像の変更点については、これらを比較

した資料が、川崎市及び民間事業者のホームページ

にて掲載されておりますので、そちらを御確認くだ

さい。 

前述のとおり、今後につきましては、計画の進捗

に応じて適宜事業説明会を実施し、頂いた御意見を

参考に、引き続き協議してまいります。 
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に壊され、なぜ知らせてもらえなかったのか。

市民は裏切られたという疑念を抱くのではない

か。市民の納得する進め方を要望する。公園全

体が現況と変更でどのように比較して変わるの

か、一目瞭然な資料を周辺全戸に配布してほし

い。その内容について。市民と意見交換する場

をつくることが必要ではないか。回答をお願い

したい。 
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 公述意見の要旨 市の考え方 

Ｉ 

公
述
人 

市と、川崎とどろきパーク株式会社の説明会

が、何回かここのところ急に行われていた、説

明会開催の既成事実を作るために、もういろい

ろ説明会を行ったとしか、どうしても思えな

い、中身があまりないというか、全くないと言

っていい説明会であった。質問しても、まだ決

まっていないとか、法令にのっとり遂行してい

る。それから伐採される樹木の本数は何本ぐら

いですかと聞いても、まだ分からないという回

答も返ってきた。 

 地域住民によって調べたところ、伐採される

木が８００本以上ということが分かって、多分

これは建物の計画は早いうちから具体的になっ

ていて、そこに該当する樹木は全て伐採すると

いう、本数も種類も関係ないスタンスだったの

ではないのかなというふうな憶測をしてしま

う。本当のところはどうなのか。私たちは、そ

れはあまり思いたくないが、そういうところの

点を明らかにしてほしい。 

 

 あと、経産省、スポーツ庁によるスタジア

ム・アリーナ改革がここのところ、盛んになっ

てきているという状況で、昨年度、川崎市はス

ポーツ庁から川崎新アリーナと等々力緑地再編

事業計画について表彰をされている。どうもこ

のことが川崎とどろきパーク株式会社と契約を

結び、急速に計画が進んで具体化してきた要因

となっているのではないかと思う。市が川崎と

どろきパーク株式会社が動き出した後に落札し

たのは事実であり、時期が前後している。これ

はやっぱり出来レースにほかならないなという

ふうに思ってしまう。 

 今回の素案説明会があって、そこで了承され

るべき法令変更案件がまるで既成事実のように

その法令にのっとって温浴施設、立体駐車場、

大規模商業施設など、次々と実現されようとし

ている。これは絶対おかしいと思わざるを得な

い。この点は、どう釈明してもらえるか。 

 

 等々力緑地再編整備実施計画において、まとまり

のある緑の保全、水辺空間の保全とふれあえる場の

創出、緑のオープンスペースの創出、外周の緑の充

実、緑と水による連続性の創出を提示しています。 

これに伴い本事業の実施にあたっては、ふるさと

の森、21 世紀の森などのまとまった緑地は可能な

限り現位置で保全する計画とし、樹林地を整備して

いく計画であり、再編整備後の緑地面積は現況と同

程度確保する計画となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民間事業者の選定については、等々力緑地再編整

備実施計画の考え方に基づいて公募を行い、川崎市

と外部の有識者により構成される川崎市民間活用

推進委員会によって提案内容を審査し決定してい

るものであり、審査結果及び審査講評を公表してお

ります。 

等々力緑地再編整備実施計画は、パブリックコメ

ント、等々力緑地の社会実験などの市民意見の聴取

を経て、令和 4年 2 月に計画を改定しました。更に

民間事業者提案についても、令和 5年 5月及び令和

6 年 6 月にオープンハウス型の事業説明会の実施な

どにより御意見を伺ってまいりました。 

 今後につきましては、計画の進捗に応じて適宜事

業説明会を実施し、頂いた御意見を参考に、引き続

き事業内容について協議してまいります。 
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 また、今から十二、三年前、平成２４年度の

まちづくり委員会の記録が残っている。そのと

きに委員会の方たちは等々力緑地の樹木が生態

系、人々の安全を守っている、住民の方々の意

見をよく聞いて進めていきたいというような意

見が出ている。炎天下の木陰はとても大切なの

で、緑被率を守っていくことが大切ということ

も記録に残っている。 

当時の緑政部長は、緑地が一緒の植林地の形

成は今後も大切になってくるので輻射熱を防ぐ

ためには、防災的な役割を持つ樹木林を複層的

に備えていかないと、植えていかないと、火災

の二次被害から住民を守れない。避難をしてき

た方たちが大変ことになってしまう。外周、植

栽をもっと厚くしていくという、そういう考え

を持っている。という答弁をしている。このよ

うに、当時の市は広域避難所の機能を守り、伐

採なども考えてもいない、住民の命を守る防災

機能の強化というのを樹木に託している、大切

にしていきたいと思っている姿勢が伺える。 

 

今回の素案を読んで、たった１０年余りの間

に、市の考えはこうも変わってしまったのかと

愕然とする思いである。また条例が変わり、建

物が公園内に乱立すれば、先日のグランツリー

火災のように広域避難所内から出火ということ

にもなりかねない。条例を変える際、この辺り

をどう考えているのか説明してほしい。 

 

 

 

 

 素案の内容について、先日の計画素案説明会

に参加したが、全くといっていいほど説明が分

からず、ほとんど計画地図だけで、ここでもや

はり説明会を行ったという事実だけを残せばよ

いという、住民軽視の姿勢が強く感じられた。

本来、法案変更があって、それに基づき再編整

備が行われるべきもので整備計画が先に出てき

て、具体的になってから素案説明会があること

外周の緑の充実については、等々力緑地再編整備

実施計画にて安全・安心な災害時の広域避難場所と

して、外周の緑の保全と創出を図るとともに、延焼

防止に寄与するよう整備を行うこととしており、民

間事業者からの提案でも外周の緑は可能な限り保

全される計画となっております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川崎市都市公園条例の改定により、等々力緑地内

の建蔽率を緩和しております。等々力緑地は都市景

観を維持する観点から風致地区の指定を継続し、建

蔽率についても川崎市風致地区条例に定める建蔽

率 20％を参酌し、見直しを行ったところであるた

め、多摩川風致地区としての良好な自然環境は維持

されると考えております。等々力緑地内における建

物の詳細な配置につきましては、事業の進捗に応じ

て、民間事業者と適切に協議調整し、良好な自然環

境を維持してまいります。 

 

等々力緑地の再編整備を進めるにあたり、平成 21

年に等々力緑地再編整備方針を策定、平成 22 年に

等々力緑地再編整備基本構想及び基本計画を策定、

平成 23 年に等々力緑地再編整備実施計画を策定し

ました。そうした中、平成 31 年民間事業者からの

PFI 法に基づく民間提案の提出に伴い、有識者によ

り審査を行ってきたほか、令和元年台風第１９号に

より浸水被害等が発生するなど、緑地を取り巻く大
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自体が本末転倒である。どういう経緯でこのよ

うな事態になったのか回答を求める。今回の素

案全体が、等々力緑地再編整備を円滑に法にの

っとった整備にするためのものであることは明

らかなため、反対する立場で意見を二、三、述

べる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緑地公園の追加変更だが、変更理由として

は、市民、利用団体、それから民間事業者によ

る協働の取組を目指し、新たな日常を踏まえた

公園整備の導入を進めるというふうにあるが、

市民の意見をどのようにどこで吸い上げたの

か。次に、新たな日常というのは、具体的にど

んな日常を目指しているのか回答を求める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主として、休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動、

レクリエーション及び大震災などの災害時の避

難の用に供することを目的とする公園として、

さらなる利用促進を図る。そのことから等々力

緑地を廃止し、等々力緑地公園というふうに名

きな状況の変化が生じました。こうした課題に対応

するため、令和 2 年に等々力緑地再編整備実施計画

の改定作業に着手し、官民連携協定に基づく検討体

制を整えるとともに、学識経験者や公募市民などに

より構成する等々力緑地再編整備計画推進委員会

において検討を進め、新たな等々力緑地の目指すべ

き将来像の実現に向け、令和 4年に等々力緑地再編

整備実施計画の改定をしてまいりました。等々力緑

地再編整備実施計画に示す等々力緑地の目指すべ

き将来像の実現に向けて、市民サービスや利便性の

向上、賑わい、新たな魅力・価値の創出を図るため

に、施設の充実が必要であることから、本市の上位

計画も踏まえ、必要な都市計画手続を行うもので

す。 

都市計画素案説明会では、公聴会において広く市

民の皆様から御意見を伺うため、その都市計画素案

の内容を市民の皆様に御理解いただけるように、丁

寧な説明に努めております。 

 

等々力緑地再編整備事業については、令和 5 年 5

月及び令和 6年 6 月には、オープンハウス型の事業

説明会を実施するなど、適宜地域住民等へ向けた説

明会を実施しており、その際に御意見を頂く機会を

設けてきました。今後につきましても、計画の進捗

に応じ適宜事業説明会を実施し、頂いた御意見を参

考に、引き続き事業内容について協議してまいりま

す。 

また、「新たな日常」とは、新型コロナ危機を契機

とした、運動不足の解消・ストレス緩和の効果が得

られる場としての緑とオープンスペースの利用や、

水辺と広場を活用したイベントを実施し、賑わいを

創出することで、多様なストック効果をより高める

公園利用、デジタル技術を活用した都市サービス等

が挙げられます。 

 

本事業は、等々力緑地再編整備実施計画に基づ

き、等々力緑地における市民サービスや利便性の向

上、賑わい、新たな魅力・価値の創出を図るべく計

画を進めており、公園利用者にとっての利便性向上

に資する施設を計画しています。芝生広場や草地広
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称を追加するとあるけれども、その辺がやっぱ

り、後で述べる用途地区の変更で建設される

数々の商業施設とは到底相入れない。二つの相

入れないものをどう説明するのか、回答してほ

しい。 

 

 あと、用途地域の変更について、いろいろな

変更、１万平方メートル以下の大規模な店舗や

事務所、遊戯施設、ホテル、コンビニ、ガソリ

ンスタンドなどが建てられることになる。そう

いうことを市はどういうふうに考えているの

か。 

 

 

 

 

 

 それから、高度地区についても、かなり高い

建物が建てられて７階建も可能となることにな

る。これはもう入り口のところに立体駐車場が

でき、商業施設、大型施設ができ、それで野球

場が見え、左側には立体駐車場と温浴施設がで

きる。そういうのを目の当たりにすると、入り

口から公園が何も見えなくなってしまう。そう

いう等々力緑地公園になってしまうのは確実で

ある。 

 

 

 

 

 あと、防火地域を今までの現在指定なしから

準防火地域に変更すること自体がこの広域避難

所から火事が出ても仕方がない状態に備えて準

防火地域に変更するのではないかなと考えられ

ます。 

 

 

 

 

 

場などの憩いのスペースとともに、賑わいと憩いの

両方を実現できる計画としていきます。 

 

 

 

 

用途地域の変更につきましては、等々力緑地再編

整備実施計画「第 2章 将来像の実現に向けた都市

計画や条例の見直し」等に示すとおり、等々力緑地

の目指すべき将来像の実現に向け、市民活動やスポ

ーツの拠点として地域の活性化を図るため、必要な

都市計画の見直しを行うものです。なお、等々力緑

地は都市公園法における公園であるため、建築基準

法の規制に加えて、都市公園法の規制がかかりま

す。都市公園法上の公園施設としてふさわしい施設

について、引き続き、協議を進めてまいります。 

 

高度地区は、本市では用途地域と連動し、建築物

の高さの最高限度などを定めることとしておりま

す。用途地域を第二種住居地域に変更する場合に

は、高度地区は第 3 種高度地区となり、高さの最高

限度は 20メートルとしております。 

地区計画では、従来より高さの規制値を超えていた

観覧場については高さの緩和を行い、観覧場以外の

用途については高さの最高限度は 15 メートルと定

め、従来どおりの規制を行うこととしております。

また、高さの緩和を行う観覧場については、壁面の

位置の制限を設け、周辺の住宅市街地に配慮した環

境の維持保全を図ってまいります。 

 

防火地域及び準防火地域の指定については、本市

の用途地域等指定基準において、防火地域の指定区

域を除く、商業地域、近隣商業地域、第一種住居地

域、第二種住居地域、準住居地域、第一種中高層住

居専用地域、第二種中高層住居専用地域及び密集市

街地等の地域で容積率 200％以上の区域は、準防火

地域に指定することとしております。ただし、等々

力緑地をはじめ、生田緑地や菅生緑地などの大規模

な都市計画緑地については、防火地域及び準防火地

域は指定しておりません。 
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 やはり、このことから、市と川崎とどろきパ

ーク株式会社が完全に一体となって再建を進め

るということを確認した。大型施設に遊びに来

て、ついでに公園もどうぞというふうに本末転

倒な状況になりかねない。 

 等々力緑地のすばらしさは、樹木と緑と水と

広場に囲まれた憩いの空間である。そこに長い

間育まれてきた生態系があり、いとも簡単にそ

れを覆す、川崎市と川崎とどろきパーク株式会

社の常識を疑う。等々力緑地は、川崎市の緑地

です。川崎とどろきパーク株式会社の緑地では

ない。再編事業費は、川崎市民の税金である。

巨額の税金を使って私たちが願う再編から遠く

離れていくばかりの再編事業に強く抗議し、そ

れを裏づける計画素案に反対の意を表明する。 

 

今回、都市計画緑地から都市計画公園に変更する

ことと併せて、用途地域を変更することに伴い、用

途地域等指定基準に基づき、準防火地域に指定する

こととしたものです。 

 

等々力緑地再編整備実施計画改定時のパブリッ

クコメントや令和 5年 5月及び令和 6年 6月のオー

プンハウス型事業説明会のアンケートでは、「飲食

や休憩をできる場所が少ないため、そのような施設

をつくってほしい」という御意見を数多く頂いてい

ます。自由提案施設は、このような機能を新たに創

出し、総合公園としてのサービス向上に寄与できる

と考えています。 

なお、自由提案施設での収益は等々力緑地の魅力

向上に還元していきたいと考えております。 
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 公述意見の要旨 市の考え方 

Ｊ 

公
述
人 

私は緑地の近隣に住み、子育てをしてきた、

子供が隣接する保育園、小学校、中学校に通っ

た。今でも犬の散歩で毎日利用している。都市

計画の変更により、等々力緑地内外の環境の悪

化や緑地としての価値が下落する懸念があるた

め、意見を述べる。 

 建蔽率と用途地域の変更によって、従来の運

動施設のほかに、自由提案施設という名の商業

施設と２か所の立体駐車場の計画が実現されよ

うとしている。私は１８か所、５０テナントと

もいわれる商業施設と立体駐車場計画の再検討

を求める。その理由は次の三つである。 

 一つ目に、建蔽率の変更について、建蔽率は

現在１１％で、このＰＦＩは事業だけの特例を

設けて、２０％まで建築が可能となる。具体的

に計算したところ、現在の緑地は３６．６ヘク

タールで、その１１％は４万平米である。変更

後は、下水道処理施設上部の面積など、７．１

ヘクタールを加えて４３．７ヘクタールとな

り、その２０％は８万７４００平米となる。つ

まり、今の２．２倍近い面積の建築が可能とな

るが、追加となった下水道処理施設上部には、

大きくて重い施設の建築ができないとのことな

ので、必然的に現在の緑地の敷地面積内に２倍

以上の建築物が建てられるということになる。

緑地内に２階から４階の高さの建築物が集中し

て建てられれば、眺望、見通しや風通しが遮断

され、目に映る緑も激減する。緑地内の環境や

緑地としての価値が損なわれることになる懸念

がある。 

 

２つ目に用途地域の変更について、自由提案

施設の具体的な公表はまだされていない。計画

されていると思われる、１万㎡までの物販店

舗、飲食店やホテルなどは、用途地域の変更で

建築可能となるが、さらに、パチンコやカラオ

ケボックス、ゲームセンターなどの娯楽施設が

建築可能となってしまう。また、川崎とどろき

パーク株式会社は、大規模集客イベント時の利

 川崎市都市公園条例の改定により、等々力緑地内

の建蔽率を緩和しております。等々力緑地は都市景

観を維持する観点から風致地区の指定を継続し、建

蔽率についても川崎市風致地区条例に定める建蔽

率 20％を参酌し、見直しを行ったところであるた

め、多摩川風致地区としての良好な自然環境は維持

されると考えております。 

パブリックコメントやアンケート調査、等々力緑

地での社会実験等で、市民の皆様から御意見を伺い

ながら策定した等々力緑地再編整備実施計画では、

民間事業者提案に求める施設機能について、これま

での概念にとらわれない柔軟な発想を取り入れた

飲食・物販、スポーツ、市民活動、生涯学習、趣味、

学び、体験、文化など多様なニーズに対応する提案

を求めるとしております。等々力緑地再編整備実施

計画改定時のパブリックコメントや令和 5年 5月及

び令和 6年 6月のオープンハウス型事業説明会のア

ンケートでは、「飲食や休憩をできる場所が少ない

ため、そのような施設をつくってほしい」など、こ

れまで等々力緑地に不足していた新たな施設の整

備を求める御意見を数多く頂いています。自由提案

施設は、このような機能を新たに創出し、総合公園

としてのサービス向上に寄与できると考えていま

す。 

なお、芝生広場や草地広場などの憩いのスペース

も計画しており、賑わいと憩いの両方を実現すべ

く、引き続き、検討してまいります。 

 

 

 

 

用途地域の変更につきましては、等々力緑地再編

整備実施計画「第 2章 将来像の実現に向けた都市

計画や条例の見直し」等に示すとおり、等々力緑地

の目指すべき将来像の実現に向け、市民活動やスポ

ーツの拠点として地域の活性化を図るため、必要な

都市計画の見直しを行うものです。なお、等々力緑

地は都市公園法における公園であるため、建築基準

法の規制に加えて、都市公園法の規制がかかりま
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用者の往来における、影響の対策として、緑地

内の店舗利用を促すなどで、分散させるといっ

ている。それでも店舗は、温浴施設や飲食店で

あれば、必ずアルコールの提供が想定され、治

安の悪化は簡単に予測できる。緑地の周囲には

保育園、小学校が隣接しており、放課後や休日

に周辺の子供たちが過ごす場でもある。子供を

育む環境に、しかも公園の中に、このような用

途の建築が建設可能となることは、一般的に考

えて不適当ではないか。 

 

 三つ目は、駐車場計画、現在の駐車台数５６

０台を１，１００台弱に増加する計画としてい

る。その台数は、スタジアムの収容人数と関係

があると考え、ほかのスタジアムの駐車場台数

について調べた。 

 横浜の日産スタジアムは７万人収容で駐車場

は６５６台、東京都調布市の味の素スタジアム

は７万人収容で７４０台、また、この等々力ス

タジアムに立地や収容人数が似ているところで

言うと、エディオンピースウイング広島２万

８，０００人収容で２２５台、ノエビアスタジ

アム神戸３万人収容で７００台です。スタジア

ムの中には、交通混雑の対策のために、Ｊリー

グの試合のような大規模イベントでの一般利用

はしない対策を取っているところも多くある。

これに倣うとすれば、等々力スタジアムは、現

在の５６０台でも十分ではないか。何のために

１，１００台もの駐車台数が必要なのか。駐車

台数確保のために広場を潰し、立体駐車場を建

てることが疑問である。 

 以上を踏まえて、質問が二つある。 

 一つ目に、駐車場はどのような利用を想定し

て１，１００台必要なのか。台数の根拠と、そ

れが必要な理由を市民が納得するよう説明して

ほしい。 

 

 二つ目に、自由提案施設の位置や規模、用途

について公表する予定はあるのか。またそれは

いつなのか。しばらく前から工事の計画看板が

す。都市公園法上の公園施設としてふさわしい施設

について、引き続き、協議を進めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駐車場の計画にあたっては、等々力緑地の敷地面

積増加と新たな公園利用による需要増加が予測さ

れることから、等々力緑地再編整備実施計画におい

ても駐車場台数を 970台以上確保するよう定めてい

ること、周辺道路の渋滞緩和等の観点からも、駐車

場台数の増加は必要な整備と考えております。将来

の公園利用を想定した台数算定をしておりますが、

計画の進捗に応じて、適切な駐車場台数の確保に向

けて、引き続き検討してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自由提案施設は、指定管理者である川崎とどろき

パーク株式会社が市の設置許可を受けて建築する

ものです。自由提案施設の大まかな位置や規模につ
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立っているので、建物の詳細まで決まっている

はずである。しかし、実際は近隣住民のほとん

どが計画を理解していないと実感している。市

民の誰もが理解できる形での積極的な情報開示

を望む。そして、計画中、工事中、完成後にわ

たって市民や近隣住民との話合いの場を設けて

ほしい。 

最後になるが、私は市民の財産である貴重な

樹木や広場を奪い、道の駅かアウトレットモー

ルのような場所にならないことを望む。私たち

は等々力緑地を魅力的な場所のまま次世代につ

ないでいかなくてはならないと思う。 

いては、令和 6年 6月に実施したオープンハウス型

説明会の資料にて公表しておりますが、詳細につき

ましては、今後の進捗状況を踏まえ開催する事業説

明会においてお示ししていく予定です。 

等々力緑地再編整備事業については、令和 5 年 5

月及び令和 6年 6 月には、オープンハウス型の事業

説明会を実施するなど、適宜地域住民等へ向けた説

明会を実施しており、その際に御意見を頂く機会を

設けてきました。今後につきましても、計画の進捗

に応じ適宜事業説明会を実施し、頂いた御意見を参

考に、引き続き事業内容について協議してまいりま

す。 
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 公述意見の要旨 市の考え方 

Ｋ 

公
述
人 

私は以前から、ここがスポーツ公園であるた

め、アリーナとか競技場、陸上専用グラウンド

に関しては、全然反対はしていない。 

でも、話がだんだん変わってきて、物販の店

舗、飲食店などの物すごい数に驚いて、最低限

の数にすべきと思う。それも施設内になるべく

作っていただきたいと思っている。これは住宅

地である等々力小杉陣屋町二丁目の一部を公園

に取り込んで、公園面積を広げて、公園内の施

設建蔽率を上げるということは、住民にすごく

関係することなので、住民に対しての説明をせ

ずに、こういう話が進むというのはとても不思

議なことと思っている。ですから、やっぱり住

民に説明をする会を作ってほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 それと、温浴施設、宿泊施設、何でもありの

公営法、環境への影響は全て予測の数値、大型

施設や店舗につけられる空調機器の室外機３０

０機以上、異常な数である。緑地の各施設の環

境影響評価の数値は全て信じがたい低い数値

で、こんなものが完成後に、環境への影響が出

たときは、機器の撤去をしてもらえるのか。 

 それと、災害時の広域避難場所になっている

が、この地はもうハザードマップを見てのとお

 本事業は、等々力緑地再編整備実施計画に基づ

き、等々力緑地における市民サービスや利便性の向

上、賑わい、新たな魅力・価値の創出を図るべく計

画を進めており、公園利用者にとっての利便性向上

に資する施設を計画しています。また、等々力緑地

再編整備実施計画改定時のパブリックコメントや

令和 5年 5 月及び令和 6年 6 月のオープンハウス型

事業説明会のアンケートでは、「飲食や休憩をでき

る場所が少ないため、そのような施設をつくってほ

しい」など、これまで等々力緑地に不足していた新

たな施設の整備を求める御意見を数多く頂いてい

ます。自由提案施設は、このような機能を新たに創

出し、総合公園としてのサービス向上に寄与できる

と考えています。芝生広場や草地広場などの憩いの

スペースとともに、賑わいと憩いの両方を実現でき

る計画としていきます。 

また、川崎市都市公園条例の改定により、等々力

緑地内の建蔽率を緩和しております。また、川崎市

都市公園条例に定める建蔽率の見直しについては

令和 4年 2月の等々力緑地再編整備実施計画改定時

に公表しています。 

等々力緑地再編整備事業については、令和 5 年 5

月及び令和 6年 6 月には、オープンハウス型の事業

説明会を実施するなど、適宜地域住民等へ向けた説

明会を実施しており、その際に御意見を頂く機会を

設けてきました。今後につきましても、計画の進捗

に応じ適宜事業説明会を実施し、頂いた御意見を参

考に、引き続き事業内容について協議してまいりま

す。 

 

 川崎市環境影響評価に関する条例の手続に則り、

事後調査を実施する計画となっています。本事業の

実施に伴い大きな影響が生じている場合には、新た

な環境保全のための措置を講じることにより、環境

への影響低減を図り、適正な事業実施を民間事業者

に指導してまいります。 

広域避難場所として、既存機能を継承しながら、

再編整備に併せて各施設に防災機能を位置付けま

す。また、釣池には雨水貯留機能を持たせ、多目的
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り、浸水深１０メートルである。そこに地震や

川の氾濫のときにどう対処し、被災した多くの

市民が集まれる場所が店舗や運動施設で埋め尽

くされることが納得できない。想定外の災害が

あちこちで起きている。この計画がどれほど安

全なのか、地震、水害、火災に分けて緑地の災

害時使用方法を、私たちに知らせてほしい。軟

弱な地盤であること、水害が心配な地であるこ

と、施設には地下ができる。これらの安全性や

災害時の近隣への影響を詳しく知りたい。 

 

温暖化が体に及ぼす危険な激暑、緑の木陰ま

で減り、ＣＯ₂の排出量が今の何倍にもなるの

が目に見えているのに、推測ばかりの数値を並

べ、中身のない説明に、もう市民生活など一切

考慮せずに、計画のために法を改正してまで緑

地再編計画を進めることに反対する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 計画の内容が私たちに少しずつ分かり出した

今、推測や間違った情報を避けるためにも、早

くどんな内容の建物か教えてほしい。 

利用が可能なオープンスペースを各所に配置する

など、安心・安全な市民生活を支える防災機能を整

備してまいります。 

なお、災害に対しては、災害廃棄物保管場所や応

急仮設住宅の設置など多様な利用ができるオープ

ンスペースの確保や、各施設においては、多摩川の

氾濫時に想定される浸水深に可能な限り配慮した

高さに電気室、機械室等の設備関連諸室を配置する

計画としております。 

 

 

条例環境影響評価準備書において、本事業全体の

温室効果ガス排出量は、標準的な温室効果ガスの排

出量と比較すると、約 3.3％程度削減されると予測

されており、さらに本事業では環境保全のため、以

下の対策等を行うことで、環境保全のための対策を

行うこととなっています。 

・断熱性能及び気密性能に優れた部材の選定等に

よる建築的配慮により、熱負荷を低減する。 

・センサーによる照明・空調制御システムなど、

可能な限り最新の環境配慮技術を導入する。 

・ビルエネルギー管理システム（BEMS）を導入し、

電力使用量の可視化や効率的な制御によるエネル

ギーマネジメントの最適化を図る。 

・設備機器については、導入可能な範囲で効率的

な省エネルギー機器を選択し、エネルギー使用量の

削減を図る。 

・高効率な変圧器や LED 照明を採用する。 

・太陽光による発電設備など、自然の力を有効利

用した設備の導入に努める。 

・入居テナントに対し、導入可能な範囲で効率的

な省エネルギー機器の採用を促す。 

・計画建物内の空調は、適切な設定温度等を定め、

過度な冷房・暖房を控える。 

・施設利用者に対し、路線バスや電車等の公共交通

機関の利用を促す。 

 

自由提案施設の大まかな位置や規模については、

令和 6年 6月に実施したオープンハウス型説明会の

資料にて公表しておりますが、入居テナントは現時
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 最後に、この地で生活する私たちは、次世代

に負の遺産は残したくない。必死な思いで書い

た意見書を提出した、心のある見解、意見をお

願いする。 

 

点で未定です。今後、休息、鑑賞、散歩、遊戯、運

動等のレクリエーションを行う総合公園の公園施

設としてふさわしい施設について、協議を進めてま

いります。 
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 公述意見の要旨 市の考え方 

Ｌ 

公
述
人 

緑地を公園に変更する理由は一体何かが、ず

っと疑問であった。今までに２回ほど市の担当

者の方に伺う機会があり、８月に聞いたとき

は、まだ詳しいことは言えないが、緑地を公園

に変えても中身はそんなに変わらないという回

答をもらった。内心、そんなに中身が変わらな

いんだったら変更する必要はないと思う。９月

の川崎とどろきパーク株式会社の説明会でも質

問したが、結局よく理解することができなかっ

た。 

 等々力緑地の廃止、そして公園を追加すると

いうのは、一体どういうことなのか。理由書を

読んでみたが、どの理由書にも、社会環境の変

化による市民の価値観の多様化ということが書

かれていて、私はこの文言に引っかかった。 

 市民の価値観が多様化しているから、今の

等々力緑地はそれに合わないということなの

か。価値観の多様化に沿った等々力緑地に変更

したいという考えの下で、この川崎都市計画素

案が作られたのだろうと推測した。 

 価値観の多様化というのは確かにあるが、変

わらない価値観というのもあると思う。現在の

等々力緑地は、春には桜の花が見事に咲いて、

大勢の人たちが桜の園や催し物広場でお花見を

楽しみ、大変にぎわう。殊さら、にぎわいを創

出しなくても自然とにぎわっている。また、夏

には木陰に入れば、ほっと一息つくことがでる

し、秋にはテニスコートの周りのイチョウの葉

が黄色く色づいて、紅葉がとても見事である。

四季折々に等々力緑地の自然に触れて憩いの場

として私たちは利用している。また、１年を通

して、ジョギングやウオーキング、犬の散歩す

る人たちの姿がたくさん見受けられ、子供たち

はアスレチックや、フロンターレ公園と私たち

は呼んでいる、遊具公園で遊び、また催し物広

場でボール遊びなどに興じている。ボール遊び

ができる広場は本当に貴重である。ボール遊び

ができなくなったら困るという子供たちの声、

遊具公園がなくなったら子供を遊ばせる場所が

等々力緑地は、昭和１６年に緑地として都市計画

決定しており、昭和３２年に陸上競技場等の建設な

どの都市計画事業認可を取得しまして、昭和４０年

に都市公園法の総合公園として供用開始をしてお

り、これまで都市公園法に基づく運営や維持管理を

行ってきています。 

等々力緑地再編整備実施計画では、社会状況の変

化を踏まえた目指すべき将来像の実現に向けて、民

間活力を活用して、施設の再編整備を実施するな

ど、緑やスポーツの拠点としての役割を更に高める

ため、市民、利用者団体、民間事業者による協働の

取組を目指し、「新たな日常」を踏まえた公園機能の

導入を進めることとしており、総合公園として、自

然的環境の中で、休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等

のレクリエーション及び大震災等の災害時の避難

等の用に供することを目的として更なる利用促進

を図ることとしております。こうしたことから、都

市計画施設の位置付けについて、緑地から公園に変

更するものです。 
今後につきましても、これまでと同様に緑等の自

然的環境の整備、維持管理に努めてまいります。 
等々力緑地再編整備実施計画改定時のパブリッ

クコメントや令和 5年 5月及び令和 6年 6月のオー

プンハウス型事業説明会のアンケートでは、「飲食

や休憩をできる場所が少ないため、そのような施設

をつくってほしい」という御意見を数多く頂いてい

ます。このような機能を新たに創出し、総合公園と

してのサービス向上に寄与できると考えています。 

また、子供の遊び場について、等々力緑地再編整

備実施計画では、子供の創造力の発達、心や体の成

長につながる遊び場の整備、総合公園のシンボルと

なるような遊具やインクルーシブ遊具を整備、ユニ

バーサルデザインに配慮するとともに、安全・安心

に利用できる環境を目指すこととしております。民

間事業者からの提案では、子供の遊び場としては、

誰でも分け隔てなく利用できる遊具広場（インクル

ーシブパーク）をはじめ、自由にのびのびと過ごせ

るスペースとして、釣池南側に芝生広場、新たな

等々力陸上競技場南側に草地広場を設ける計画と
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なくなって困るという親御さんたちの声をぜひ

聞いてほしい。 

 四季折々に自然と触れ合い、また１年を通し

て、子供から大人までたくさんの人がそれぞれ

思い思いに楽しむことができ、これが等々力緑

地の大きな魅力であり、価値だと思う。市民の

価値観が多様化したとしても、等々力緑地に求

める市民の価値観は変わるものではないと思

う。もし価値観の多様化によって、今の等々力

緑地が合わないという根拠があるなら、ぜひ示

して欲しい。魅力ある等々力緑地を壊さないで

ほしいと強く訴えたい。 

 

 また、危惧されるのは、用途地域の変更で、

店舗や飲食店のほかに、事務所、ボウリング

場、スケート場、ホテル、旅館などが建てら

れ、建築物の用途が拡大するということであ

る。そういうものを建設しようとしている土地

が、もともと何もない空き地ではなくて、緑地

である。緑地に建設しようとしているのであ

る。緑地だから、当然そこにはたくさんの樹木

があり、そこで生態系を営んでいるたくさんの

生き物たちがいる。 

 先ほど等々力緑地の歴史に触れていたが、１

９４１年、内務省により、等々力緑地として都

市計画決定がされた。１９５７年に川崎市が用

地を買収し、１９６２年から公園設備の造成を

始めた。 

 ですから、６０年という長い年月をかけて、

大きな樹木に成長し、生態系が出来上がってき

たわけである。その樹木を人間の都合で伐採し

て商業施設を造る。こんなことが許されるの

か。人間の身勝手さ、傲慢さを私はとても感じ

ている。 

 

都市の将来像を示す、川崎市都市計画マスタ

ープラン中原区構想も理由書に示されている。

どんなものだろうと思い、調べてみた。都市を

構成する要素は、住むところ、働くところ、学

ぶところ、遊ぶところ、憩うところの５つがあ

なっており、また、ふるさとの森にも遊具の設置が

計画されています。このように、等々力緑地内の複

数箇所に子供が遊べるスペースを設けるとなって

います。更に、釣池西側のビジターセンター内に屋

内遊戯施設の整備も計画されています。 

植栽計画にあたっては、花や紅葉等が美しい樹木

など季節が感じられる樹種を選定するほか、生物多

様性の視点も考慮し、等々力緑地全体の魅力向上を

図ってまいります。 

 

 

 

 

等々力緑地再編整備実施計画では、まとまった緑

を保全するとともに、生物多様性に配慮した良好な

緑地環境を創出することとしております。 

本事業の工事中は樹林地や草地が改変されるこ

とにより、それらを主たる生息環境とする動物種は

一時的に緑地から逃避する可能性がありますが、条

例環境影響評価準備書においては、本事業では新た

に樹林地、芝生等の緑地を整備する計画であり、工

事完了後の樹林地及び草地の面積は現況と同程度

としていることや、計画地北側の下水処理施設上部

区域において緑地を設けることで、多摩川緑地との

連続性が確保され、動物の移動に寄与すると予測さ

れることから、動物の生息環境は維持・回復すると

評価されています。 

工事の実施にあたっては、緑地の改変をできる限

り回避するよう、建設機械の稼働位置や仮囲いの設

置位置を検討するなどの環境保全のための措置を

講じていく計画となっています。 

 

 

 

 

自由提案施設は、等々力緑地再編整備実施計画に

基づき、等々力緑地における市民サービスや利便性

の向上、賑わい、新たな魅力・価値の創出を図るべ

く計画を進めており、公園利用者にとっての利便性

向上に資する施設を計画しています。芝生広場や草
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ると書かれている。遊ぶところは駅を中心とし

た賑わいのある、商業地や公園、レクリエーシ

ョン施設。そして、憩うところは、公園、緑地

や河川などの自然環境となっている。等々力緑

地も憩うところになるわけだと思う。 

今緑化フェアで、緑地のあちこちに、たくさ

んの花や木が植わっていたり、草も刈られたり

いてかなり整備されてきた。釣り池の藤棚の下

にも、椅子やテーブルが置かれたので、そこで

お弁当を食べたり、釣り池を眺めたり、思い思

いのことをして過ごしている方たちがたくさん

いる。先日私が行った時には、支援学級の生徒

さんたちが先生と一緒に来て、ベンチで休んで

いた。でも、もし藤棚を壊して、カフェレスト

ランを建てるようなことになったら、お金を出

してカフェに入らなければ、座って釣り池を眺

めることができない。緑地や公園というのは、

子供から大人まで、さまざまな人が自由に思い

思いにしかも無料で過ごせる空間であるべきだ

と思う。座る場所はこことか、遊ぶ場所はこの

公園、お茶を飲むならこのカフェみたいに、窮

屈な公園になってしまったら、ましてやお金を

払わなければならなくなったら、等々力緑地に

足を運ぶ人の数は少なくなってしまうのではな

いか。憩うところの自然を壊して、ショッピン

グモールや歓楽街のようにしてしまっては、に

ぎわいのある商業地と同じになって、中原区に

は憩うところが減ってしまわないか。憩うとこ

ろをぜひ残していただきたいと思う。 

 

そして、憩うところに賑わいは必要ない。賑

わいと憩いは両立しない。今もサッカーやバス

ケットの試合の日、また、イベントの時には、

大変な賑わいになる。朝から大音量の音楽がか

かり、何か叫ぶようにしゃべっている声が、マ

イクを通して聞こえてくる。地域住民にとって

は、賑わいイコール騒音である。この騒音が日

常的に続くとしたら、私たちの、安心安全が脅

かされる。これ以上近隣住民に、我慢を強いる

のはやめてほしい。 

地広場などの憩いのスペースとともに、賑わいと憩

いの両方を実現できる計画としていきます。 

等々力緑地再編整備実施計画改定時のパブリッ

クコメントや令和 5年 5月及び令和 6年 6月のオー

プンハウス型事業説明会のアンケートでは、「飲食

や休憩をできる場所が少ないため、そのような施設

をつくってほしい」など、これまで等々力緑地に不

足していた新たな施設の整備を求める御意見を数

多く頂いています。自由提案施設は、このような機

能を新たに創出し、総合公園としてのサービス向上

に寄与できると考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公園利用者に対して、交通ルールやマナーの遵守

について注意喚起を行うなどの対策の強化も調整

してまいります。 
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最後に、今、緑地フェアで草をきれいに刈ら

れて、あちこちに植物や小さな樹木も植えら

れ、かなり整備された。これでもう十分ではな

いか。現在ある樹木や植物などは、適切な手入

れや管理をして大切にし、今あるものを生かし

て、さらに魅力のある等々力緑地にして、そう

いうことに私たちの税金を使ってほしい。６３

２億円という多額の税金を使って大量の樹木を

伐採し、子供たちの遊ぶアスレチックや公園を

潰すという、常識を疑うような整備は絶対にや

めてほしい。 

 もうけを追求する企業を支えるために、数々

の変更を計画する川崎都市計画素案は認められ

ない。素案に強く反対する。 

 

 

まとまった緑は可能な限り現位置で保全すると

ともに、植栽計画にあたっては、花や紅葉等が美し

い樹木など季節が感じられる樹種を選定するほか、

生物多様性の視点も考慮し、等々力緑地全体の魅力

向上を図っていきます。 

民間事業者提案では、子供の遊び場としては、誰

でも分け隔てなく利用できる遊具広場（インクルー

シブパーク）をはじめ、自由にのびのびと過ごせる

スペースとして、釣池南側に芝生広場、新たな等々

力陸上競技場南側に草地広場を設ける計画となっ

ており、また、ふるさとの森にも遊具の設置が計画

されています。このように、等々力緑地内の複数箇

所に子供が遊べるスペースを設ける計画となって

います。さらに、釣池西側のビジターセンター内に

屋内遊戯施設の整備も計画されています。 

また、自由提案施設での収益の一部は等々力緑地

の魅力向上に還元していきたいと考えております。 
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 公述意見の要旨 市の考え方 

Ｍ 

公
述
人 

宮内４丁目に、四十数年住んでいる。子供た

ちは、この緑地を遊び場として育ったので、私

は公園内の樹木を切らない整備をしてほしい。 

２０２１年、等々力緑地再編整備実施計画骨

子案のパブリックコメントの実施のとき、緑地

周辺の住民のみしか知らされず、伝え聞いて説

明会に参加し意見を出した。 

 ２０２３年、川崎とどろきパーク株式会社が

オープンハウス型の説明会をしたときには、郵

送でお知らせが来た。住民のどれだけの範囲に

このことが伝わっているのか。日常的に緑地で

体操や活動されている方たち、緑地で遊んでい

る子供たち、学校の子供や保護者には伝わって

いるのか。緑地には、保育園や幼稚園の子供た

ち、小学生もよく遠足に来ている。ホームペー

ジで知らせたから、それでよいのか。 

 公園は市民の財産である。中原区から川崎区

にかけて、等々力緑地は、今でも樹木や緑がた

くさんある貴重な場所で、私は、等々力緑地再

編整備の際、今ある樹木を切らないで整備をし

てほしいと２０２１年、２０２３年と意見を出

し、そのときには、樹木を切って商業施設を建

てるなどの話はなかった。 

２０１５年の陸上競技場のメインスタンドの

改修で蓮池がなくなった。夏、子供も大人も一

緒に安価で楽しめていたプールも老築化を理由

に解体され、周辺の樹木が切られた。２０１７

年には、正面広場が整備されたが、夏の木陰、

秋の紅葉が楽しめていたケヤキ並木が、枝を極

端に切られ点在させられた。健康美の像が横を

向かされてしまった。野球場の前にも桜や大き

な木があった。陸上競技場の入り口に当たる沿

道の両側には桜並木があった。みんな切られて

しまった。私の記憶にあるものだけで、これら

の緑が現にここからは移されたものもあるかも

しれないが、既に大きく減らされている。植え

替えると言われても、このときのことから、現

状と同程度に復元してもらえるとは思えない。

幼木を植えても今の条件になるまでは年数がか

 等々力緑地再編整備実施計画では、まとまった緑

を保全するとともに、生物多様性に配慮した良好な

緑地環境を創出することとしております。 

条例環境影響評価準備書において、本事業の工事

中は樹林地や草地が改変されることにより、それら

を主たる生息環境とする動物種は一時的に緑地か

ら逃避する可能性がありますが、本事業の実施にあ

たっては、ふるさとの森、２１世紀の森などのまと

まった緑は可能な限り現位置で保全するとともに、

新たに樹林地、芝生等の緑地を整備する計画であ

り、工事完了後の樹林地及び草地の面積は現況と同

程度とする計画となっています。また、計画地北側

の下水処理施設上部区域において緑地を設けるこ

とで多摩川緑地との連続性が確保され、動物の生息

環境は維持・回復することとなっています。 

工事の実施にあたっては、緑地の改変をできる限

り回避するよう、建設機械の稼働位置や仮囲いの設

置位置を検討するなどの環境保全のための措置を

講じていく計画となっています。 

民間事業者の提案では、伐採本数に対し同等以上

の植樹本数を目標としています。今後の詳細設計の

中で本数を多くできるように調整を進めてまいり

ます。また、植栽計画にあたっては、花や紅葉等が

美しい樹木など季節が感じられる樹種を選定する

ほか、生物多様性の視点も考慮し、等々力緑地全体

の魅力向上を図ってまいります。 

等々力緑地再編整備事業については、令和 5 年 5

月及び令和 6年 6 月には、オープンハウス型の事業

説明会を実施するなど、適宜地域住民等へ向けた説

明会を実施しており、その際に御意見を頂く機会を

設けてきました。今後につきましても、計画の進捗

に応じ適宜事業説明会を実施し、頂いた御意見を参

考に、引き続き事業内容について協議してまいりま

す。 

周知方法については、川崎市及び川崎とどろきパ

ーク株式会社のホームページ、報道発表、各関係団

体や町内会等への通知により行ってまいりました。

今後さらに周知が行き渡るよう、検討してまいりま

す。 
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かり、緑地の比率を増やし、今の計画より樹木

を増やす計画にしてほしい。 

 

 地球温暖化が進み、今年の夏も厳しい暑さが

続いた。陸上競技場前、野球場前は熱波の照り

返しで通るのをためらうぐらいであった。これ

に逆行して樹木を切り、商業施設を建てること

は、ＣＯ₂を増やし、地球温暖化の対策にも逆

行するものである。 

樹木のそばに建物を建てることは、樹木の根

を傷めることになる。樹木を切り、広場を潰

し、立体駐車場２階建、高さ１５メートルが２

か所も造られること。商業施設の建設は、広い

空間で緑に親しむ公園にはふさわしくない。ア

リーナを建て替えることで、四季園の緑が減ら

され、四季園の形が変わる。池のそばの藤棚の

ところに建物を建てることで景観が大きく変わ

り、池の向こうの桜が見えなくなる。現在の樹

木を極力残し、緑地の比率を増やす計画に練り

直してほしい。 

 アーバン・アドバンスＮｏ．４４、２００

７、１０月京都府立大学人間環境学部環境デザ

イン学科の教授下村孝さんの論文では、「都市

における緑の効用－身近な緑がもたらす心身の

健康と人間らしい生活－」の中から一部を引用

する。暑い都市内の緑に期待される役割の最も

分かりやすい側面は、大きく樹冠を広げた緑陰

の形成による太陽エネルギーの遮断であろう。

大きく樹冠を広げた樹木は、太陽光の直射量を

１０％前後までに軽減し、輻射熱による暑さを

大幅に和らげてくれる。街路樹など単独の樹木

の下よりも、公園にある樹木群の下に入ると、

より涼しく感じるのはよく知られたことであ

り、植物の行う蒸散による冷却機能が効果を発

揮しているからですとある。 

 今回の計画では、これが大きく失われる。

等々力緑地の運営を株式会社に任せる決定を

し、川崎とどろきパーク株式会社の公園再整備

の青写真が先にありきで、公園法を変える手続

を後追いで住民に伝えられたことにも納得がい

 

 

 

条例環境影響評価準備書において、本事業全体の

温室効果ガス排出量は、標準的な温室効果ガスの排

出量と比較すると、約 3.3％程度削減されると予測

されており、更に本事業では環境保全のため、以下

の対策等を行うことで、環境保全のための対策を行

うこととなっています。 

・断熱性能及び気密性能に優れた部材の選定等に

よる建築的配慮により、熱負荷を低減する。 

・センサーによる照明・空調制御システムなど、

可能な限り最新の環境配慮技術を導入する。 

・ビルエネルギー管理システム（BEMS）を導入し、

電力使用量の可視化や効率的な制御によるエネル

ギーマネジメントの最適化を図る。 

・設備機器については、導入可能な範囲で効率的

な省エネルギー機器を選択し、エネルギー使用量の

削減を図る。 

・高効率な変圧器や LED 照明を採用する。 

・太陽光による発電設備など、自然の力を有効利

用した設備の導入に努める。 

・入居テナントに対し、導入可能な範囲で効率的

な省エネルギー機器の採用を促す。 

・計画建物内の空調は、適切な設定温度等を定め、

過度な冷房・暖房を控える。 

・施設利用者に対し、路線バスや電車等の公共交通

機関の利用を促す。 
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かない。多様なニーズに対応するとしている

が、緑を現状のまま、さらに増やしてのニーズ

が現在の３割程度とは納得がいかない。既に失

われた分も含め、回復をさせてほしい。 

 

２０２３年から川崎とどろきパーク株式会社

に運営維持管理の業務を契約したとしている。

この１年、維持管理が十分にされていると思え

ないところがあり、下草の管理など緑の管理が

ないがしろにされているところがたくさんあ

る。 

 

 二つ目に、公共交通を利用する公園としての

整備をしてほしい。等々力緑地内の再整備の説

明だけでは、納得がいかない。周辺に住む住民

の生活への騒音、環境汚染、交通障害などの影

響については全く考えられていない計画で納得

がいかない。 

 

 

 

 

 

 

 

緑地帯に駐車場が造られることで、災害避難

場所としての有効性が失われ、より危険が増

す。これまで３か所だったものが５か所で１，

０００台を超える車が出入りでき、さらに建物

ごとの搬出入のための駐車スペースもあるの

で、公園内のＣＯ₂が大幅に増えると考えられ

る。 

 

公園の周りの市道は狭く、歩道もないところ

もあり、交通事故の増加や環境の悪化が懸念さ

れる。 

駐車場を造ることで、子供たちが自由に遊べ

ていた広場が失われる。緑地の周りには、中原

小学校、西丸子小学校、宮内保育園、等々力保

育園、しらゆり宮内保育園、宮内中学校、さら

 

 

 

 

 

樹木や植栽について、管理が不足していると思わ

れる部分については事業者を指導し公園内の維持

管理に努めてまいります。 

 

 

 

 

再編整備による環境への影響については、川崎市

環境影響評価に関する条例の手続に則り評価して

おり、本事業の供用時における環境影響としては、

温室効果ガス、大気質、騒音、振動、一般廃棄物、

産業廃棄物、人と自然とのふれあい活動の場、景観

（景観、圧迫感）、日照阻害、テレビ受信障害、風害、

コミュニティ施設及び地域交通について予測・評価

を実施しています。評価方法については、川崎市環

境影響評価等技術指針を参考にされています。 

また、本事業の実施にあたっては、環境保全のため

の措置を講じることにより影響低減を図ることと

なっています。 

 

等々力緑地の川崎市地域防災計画上の防災機能

の既存の位置付けは、等々力緑地再編整備実施計画

において、施設の再整備の進捗を踏まえ、役割を継

承・強化するとしており、事業計画においても既存

機能を継承しながら、安心・安全な市民生活を支え

る防災機能を整備することとしております。 

 

 

自動車交通量につきましては、民間事業者が交通

計画を検討しており、川崎市環境影響評価に関する

条例の手続において、周辺道路の主要な交差点にお

ける交通混雑を予測しています。予測結果として

は、平日及び休日の将来交通量のピーク時間帯にお

いても、円滑な交通処理が可能であるとされてお

り、駐車場の出入口付近での十分な見通しの確保
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に４０９号線沿いには保育園があり、登下校の

子供たちの交通事故が心配である。 

ＣＯ₂が増えることで環境悪化になり、商業

施設を造ることで治安が悪くなることが懸念さ

れ、子供だけで遊べる今の環境が大きく壊され

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

サッカーの試合のある日は、今でも武蔵小杉

方面、中原街道から武蔵中原駅方向も人があふ

れ、危険な状況であり、自動車道にはみ出して

歩いてくる人もいる。たくさん通るので、いつ

飛び出されるのかと気が気でない、路地から人

が次々と出てきて歩くので、大変な状況になっ

ている。 

商業施設ができることで人の流れをスマホの

や、利用者に向けた誘導看板を設置する等の対応も

検討されています。また、等々力緑地周辺の交通環

境につきましては、周辺の幹線道路の整備を進める

とともに、今後、駐車場の出入口付近での十分な見

通しの確保や、利用者に向けた誘導看板を設置する

等の対応を検討します。今後とも、混雑緩和や交通

安全確保のための対策について、引き続き関係者間

で協議・検討し、適宜実施することで、地域におけ

る治安の維持や交通の安全確保を図ってまいりま

す。 

子供の遊び場については、等々力緑地再編整備実

施計画では、子供の創造力の発達、心や体の成長に

つながる遊び場の整備、総合公園のシンボルとなる

ような遊具やインクルーシブ遊具を整備、ユニバー

サルデザインに配慮するとともに、安全・安心に利

用できる環境を目指すとあります。民間事業者から

の提案では、子供の遊び場としては、誰でも分け隔

てなく利用できる遊具広場（インクルーシブパー

ク）をはじめ、自由にのびのびと過ごせるスペース

として、釣池南側に芝生広場、新たな等々力陸上競

技場南側に草地広場を設ける計画となっており、ま

た、ふるさとの森にも遊具の設置が計画されていま

す。このように、等々力緑地内の複数箇所に子供が

遊べるスペースを設ける計画となっています。更

に、釣池西側のビジターセンター内に屋内遊戯施設

の整備も計画されています。 

 公園内の道路は、計画地東側外周に新設する外周

園路も含め、歩行者と一般車両の分離を徹底するこ

とから、こちらを利用いただくことで、現在よりも

安全・安心な空間として、子供たちの通学にも利用

できると考えております。 

 

大規模集客イベント時においては、現在も誘導員

による交通整理やシャトルバスでのピストン輸送

の実施により混雑緩和を図っているところです。ま

た、外周園路には公園利用者やイベント時の車両は

誘導せず、地域住民の利用を目的に整備するもので

す。大規模集客イベント時における混雑緩和や交通

安全確保のための対策については引き続き関係者

間で協議・検討し、適宜実施することで、地域住民
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ポイントをためる工夫で人を公園にとどめると

説明されたが、今より８，０００人も増した観

客はとどまるとは思えない。安易な計画説明だ

と思う。 

 

 

 

 

 

 

 現在は溝の口方向への移送の対策がなされて

おらず、路線バスが乗客を乗せるのに時間がか

かり、バスが動かず、車で通るときは追越しを

せざるを得なくなり危険である。周辺の道路の

整備計画もなく、緑地内を再編整備しないでほ

しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 最後に、ＮＨＫ「首都圏情報ネタドリ！」か

ら引用して紹介する。フランスでは大規模な開

発を伴う全ての事業について、住民たちが事業

の構想段階から、議論に参加できるようにする

「コンセルタシオン（話合い）」という制度を

つくっていて、透明性を確保するために、自治

体が住民と事業者との対話の方法などについて

議会に提案し、議決を受ける仕組みにしている

そうである。私たち市民の意見を都市計画の構

想段階から入れていく仕組みで取り組んでいた

だくことを切に要望する。 

等の交通の安全確保を図ってまいります。また、施

設利用者に対し、ホームページ等で路線バスや電車

等の公共交通機関の利用を促すなどの環境保全の

ための措置を講ずることにしております。これらソ

フト面の来場及び退場時間帯の分散も周辺道路の

歩行者混雑の緩和や交通安全に配慮するための対

策の一つとして検討していますが、バス輸送の更な

る拡充など、引き続き、本事業として実施可能な対

策を事業者やイベント主催者とともに検討します。 

 

現在の中央園路につきましては、公園中央部の分

断を解消するため、また、歩車分離を徹底し、公園

利用者の安全・安心な空間の確保のために廃止いた

します。これに伴い、等々力緑地の関係車両以外の

車両につきましては、この代替として整備する幅員

9 メートルの外周園路を御利用いただくこととなり

ます。 

外周園路は、民間事業者と協力しながら周辺地域

の町内会との協議を進めており、交通安全と樹木保

全の観点から設計を検討し、現在は、周辺町内会と

の協議を踏まえ、住宅側に設ける歩道を含めた 9メ

ートル幅員で設計を進めております。 

 なお、国道 409 号につきましては、第２次川崎市

道路整備プログラムに準じて令和 11 年度の完成を

目標として整備を進めているところです。 

 

等々力緑地再編整備事業については、令和 5 年 5

月及び令和 6年 6 月には、オープンハウス型の事業

説明会を実施するなど、適宜地域住民等へ向けた説

明会を実施しており、その際に御意見を頂く機会を

設けてきました。今後につきましても、計画の進捗

に応じ適宜事業説明会を実施し、頂いた御意見を参

考に、引き続き事業内容について協議してまいりま

す。 
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 公述意見の要旨 市の考え方 

Ｎ 

公
述
人 

 なぜこのような計画が生まれたのか。川崎市

の貴重な財産である等々力緑地を民間委託した

ことが原因である。何もない緑地、樹木が収益

を生まないという企業の発想が自然を破壊し、

人を呼び込む箱物を造り、収益を上げるのであ

る。しかし、この収益は本当の収益なのか。一

時的に収益を上げても、それに反して都市は沸

騰化し、夏の気温は年々上昇し、観測史上初と

いう数字を更新している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年の夏は、７、８月、東京都内で熱中症に

よる死亡者数は２００人を超えた。地球温暖化

は待ったなしの深刻な状態である。平均気温が

産業革命以降、１．５度上昇すると温暖化は加

速すると言われており、既に１．６４度上昇し

ている。この状況の中、樹木を伐採してよいの

か。東京の明治神宮外苑の開発問題において、

３２万人以上の反対にもかかわらず、金曜日に

新宿区が伐採を許可し、伐採が強行された。日

本全国各地で樹木伐採による開発が計画されて

いる。樹木はＣＯ₂を吸収して、酸素を排出す

る。地球上の生物にとって、非常に貴重な存在

 等々力緑地再編整備実施計画につきましては、再

編整備の内容について、学識経験者や公募市民等に

より構成される等々力緑地再編整備計画推進委員

会によって審査を実施し、パブリックコメントを経

て、令和 4年 2月に改定を行いました。 

 民間活力の導入については、他都市の事例におい

て、既存公園の課題解決に向けた民間活力を導入し

た公園の再整備により、新たな公園機能の提供や居

心地の良い空間づくりが行われ、公園利用者の増加

やアンケート結果などから効果が確認されていま

す。また、民間ならではのアイデアやノウハウを最

大限活用することで、「効率的・効果的な市民サービ

スの提供」と「そのサービスの質の向上の実現」に

つながると考えております。更に、平成 29 年の都市

公園法の改正を契機とした民間活力導入に向けた

取組を進める中で、全国で初めて公園の再編整備事

業に関して、民間資金等の活用による公共施設等の

整備等の促進に関する法律に基づく民間提案の提

出を受け、客観的な視点による提案内容の妥当性等

の審査を行うため、附属機関である川崎市民間活用

推進委員会に民間提案審査部会を設置し審査を進

め、同部会において PFI 事業としての妥当性を確認

するとともに、事業化にあたっては、官民連携によ

る検討が必要とされました。これらの経緯を踏まえ

た検討から民間活力を活用する PFIにより再編整備

を実施することが最も有効と判断いたしました。 

 

等々力緑地再編整備実施計画では、まとまった緑

を保全するとともに、生物多様性に配慮した良好な

緑地環境を創出することとしています。本事業の実

施にあたっては、ふるさとの森、21 世紀の森などの

まとまった緑地は可能な限り現位置で保全する計

画です。再編整備後の緑地面積は現況と同程度確保

する計画となっています。民間事業者の提案では、

伐採本数に対し同等以上の植樹本数を目標として

います。今後の詳細設計の中で本数を多くできるよ

うに調整を進めてまいります。 

条例環境影響評価準備書において、本事業の工事

中は樹林地や草地が改変されることにより、それら
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である。 

２０２３年１１月３０日から１２月１２日、

２８回目となる気候変動枠組条約ＣＯＰ２８が

アラブ首長国連邦のドバイで開催された。世界

の温暖化対策の進捗を評価する制度グローバ

ル・ストップテイクがついに動き出した。ＣＯ

₂の排出を抑制する樹木伐採には反対する。Ｃ

Ｏ₂をさらに増加させる。ＣＯ₂が増加し過ぎる

と、樹木はＣＯ₂を吸収しなくなるという専門

家の意見がある。また現在、全国都市緑化かわ

さきフェアが開催されている。キャッチフレー

ズは、「緑はつながる、１００年先の誰かと」。

緑とは何か。樹木は、２階建以上の高さでなけ

れば、地球温暖化防止にならない。温暖化によ

る災害リスク対応は、税金である。国民から森

林環境税を徴収しながら、自然を破壊する企業

に伐採を許可するとはどういうことか。 

周辺には野鳥などの生態系が存在する。命を

犠牲にする樹木の伐採計画には絶対反対する。 

 昨日、緑化フェアに行ったら、すてきなもの

をいただいた。ここに書かれている文言、本当

に１００年先につながるのか。緑は何でしょう

か。芝生だけでは困る。来年、本当に緑化フェ

アは開催されるのか。 

 

を主たる生息環境とする動物種は一時的に緑地か

ら逃避する可能性があるとされていますが、本事業

の実施にあたっては、ふるさとの森、２１世紀の森

などのまとまった緑は可能な限り現位置で保全す

るとともに、新たに樹林地、芝生等の緑地を整備す

る計画であり、工事完了後の樹林地及び草地の面積

は現況と同程度とする計画としています。また、計

画地北側の下水処理施設上部区域において緑地を

設けることで多摩川緑地との連続性が確保され、動

物の生息環境は維持・回復すると評価されておりま

す。 

工事の実施にあたっては、緑地の改変をできる限

り回避するよう、建設機械の稼働位置や仮囲いの設

置位置を検討する等の環境保全のための措置を講

じていく計画とされています。 
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 公述意見の要旨 市の考え方 

Ｏ 

公
述
人 

ここに住む人の意見も尊重してほしい。たま

に訪問する人だけでなく、１年３６５日、１日

２４時間この土地に住んでいる人の意見は無視

されるのか。 

 等々力緑地再編整備事業については、令和 5 年 5

月及び令和 6年 6 月には、オープンハウス型の事業

説明会を実施するなど、適宜地域住民等へ向けた説

明会を実施しており、その際に御意見を頂く機会を

設けてきました。今後につきましても、計画の進捗

に応じ適宜事業説明会を実施し、頂いた御意見を参

考に、引き続き事業内容について協議してまいりま

す。 

また、都市計画素案説明会では、公聴会において

広く市民の皆様から御意見を伺うため、その都市計

画素案の内容を市民の皆様に御理解いただけるよ

うに、丁寧な説明に努めております。引き続き都市

計画案の縦覧等により市民の皆様の御意見を伺い、

都市計画法に基づく手続等を適切に進めてまいり

ます。 

 


